
千葉海区漁業調整委員会おける個人情報の保護に関する法律に

基づく処分に係る審査基準の策定（案）の概要 

 

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和３年法律第３７

号）の制定により、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「保護

法」という。）が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度も含め、全国的な共通ルール

が保護法に一元化されました（令和５年４月１日施行）。 

 開示・不開示の決定のほか、訂正請求及び利用停止請求に係る決定は「行政手続法」（平

成５年法律第８８号）に規定する申請に対する処分に該当することから、その処理に当た

っては、公正の確保及び透明性の向上を図るため、審査基準をできる限り具体的に定め公

にしておくことが義務付けられています。 

 このことから、「千葉海区漁業調整委員会における個人情報の保護に関する法律に基づ

く処分に係る審査基準」（以下「審査基準」という。）について定める必要があるため、 

（案）のとおり策定するものです。 

 

１ 審査基準（案）の概要 

（１）開示決定等の審査基準 

（２）保有個人情報該当性に関する判断基準 

（３）不開示情報該当性に関する判断基準 

（４）部分開示に関する判断基準 

（５）保有個人情報の存否に関する情報に関する判断基準 

（６）訂正決定等の審査基準 

（７）利用停止決定等の審査基準 

 

２ 意見公募手続について 

  知事部局において意見公募手続きを実施し、令和８年２月５日付けで制定した  

「千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」と

実質的に同一の基準を定めるため、千葉県行政手続条例第３８条第４項第５号の規定

により、意見公募手続きを実施しない。 

 

1

k.tkym25
加工用



千葉県行政手続条例 

（意見公募手続） 

 第三十八条 規則等制定機関は、規則等を定めようとする場合には、当該規則等の案（規 

則等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。）及びこれに関連する資料

を あらかじめ公示し、意見（情報を含む。以下同じ。）の提出先及び意見の提出のた

めの 期間（以下「意見提出期間」という。）を定めて広く一般の意見を求めなければ

ならない。  

２及び３（略） 

４ 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。  

一 ～ 四 （略） 

五 当該規則等制定機関以外の県の機関が意見公募手続を実施して定めた規則等又は国の

機関が行政手続法第三十九条第一項の規定による手続を実施して定めた同法第二条 

第八号に規定する命令等（同法第四十条第二項の規定により当該手続を実施しないで 

定められたものを含む。）と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。 

（以下略） 
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沿
革

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

１
５

年
法

律
第

５
７

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
き

千
葉

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
が

行
う

処
分

に
係

る
行

政
手

続
法

（
平

成
５

年
法

律
第

８
８

号
）

第

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
審

査
基

準
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

第
１

  
開

示
決

定
等

の
審

査
基

準

  
法

第
８

２
条

の
規

定
に

基
づ

く
開

示
又

は
不

開
示

の
決

定
（

以
下

「
開

示
決

定
等

」
と

い

う
。

）
は

、
以

下
に

よ
り

行
う

。

1
　

開
示

す
る

旨
の

決
定

（
法

第
８

２
条

第
１

項
）

は
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
行

う
。

（
１

）
　

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
に

不
開

示
情

報
が

記
録

さ
れ

て
い

な
い

場
合

（
２

）
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
一

部
に

不
開

示
情

報
が

記
録

さ
れ

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
、

当

該
不

開
示

情
報

が
記

録
さ

れ
て

い
る

部
分

を
容

易
に

区
分

し
て

除
く

こ
と

が
で

き
る

と
き

。
た

だ
し

、

こ
の

場
合

に
は

、
不

開
示

情
報

が
記

録
さ

れ
て

い
る

部
分

を
除

い
て

開
示

す
る

。

　

※
　

第
6
2
条

第
2
号

、
第

3
号

（
利

用
目

的
の

明
示

）

第
六

十
二

条
　

行
政

機
関

等
は

、
本

人
か

ら
直

接
書

面
（

電
磁

的
記

録
を

含
む

。
）

に
記

録
さ

れ
た

当
該

本
人

の
個

人
情

報
を

取
得

す
る

と
き

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合
を

除
き

、
あ

ら
か

じ
め

、
本

人
に

対
し

、
そ

の
利

用
目

的
を

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
（

略
）

二
　

利
用

目
的

を
本

人
に

明
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

本
人

又
は

第
三

者
の

生
命

、
身

体
、

財
産

そ
の

他
の

権
利

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

。

三
　

利
用

目
的

を
本

人
に

明
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

国
の

機
関

、
独

立
行

政
法

人
等

、
地

方
公

共
団

体
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
が

行
う

事
務

又
は

事
業

の
適

正
な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

き
。

（
以

下
略

）

（
３

）
  
  
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

に
不

開
示

情
報

が
記

録
さ

れ
て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

個

人
の

権
利

利
益

を
保

護
す

る
た

め
特

に
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る

と
き

（
法

第
８

０
条

）
。

第
8
0
条

（
裁

量
的

開
示

）

第
八

十
条

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
に

不
開

示
情

報
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

個
人

の
権

利
利

益
を

保
護

す
る

た
め

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き

は
、

開
示

請
求

者
に

対
し

、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

審
査
基
準
（
案
）
と
関
係
法
令
の
対
応
表

千
葉

海
漁

業
調

整
委

員
会

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

処
分

に
係

る
審

査
基

準
（

案
）

関
係

法
令

（
法

律
名

の
記

載
が

な
い

場
合

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
る

法
律

）

行
政

手
続

法

（
審

査
基

準
）

第
五

条
　

行
政

庁
は

、
審

査
基

準
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

第
8
2
条

第
1
項

（
開

示
請

求
に

対
す

る
措

置
）

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

全
部

又
は

一
部

を
開

示
す

る
と

き

は
、

そ
の

旨
の

決
定

を
し

、
開

示
請

求
者

に
対

し
、

そ
の

旨
、

開
示

す
る

保
有

個
人

情
報

の
利

用
目

的
及

び
開

示
の

実
施

に
関

し
政

令
で

定
め

る
事

項
を

書
面

に
よ

り
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
第

六
十

二
条

第
二

号
又

は
第

三
号

に
該

当
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
利

用
目

的
に

つ
い

て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
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2
開

示
し

な
い

旨
の

決
定

（
法

第
８

２
条

第
２

項
）

は
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

行

う
。

第
8
2
条

第
２

項

（
１

）
　

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
に

記
録

さ
れ

て
い

る
情

報
が

す
べ

て
不

開
示

情
報

に
該

当
す

る
場

合
（

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

一
部

に
不

開
示

情
報

が
記

録
さ

れ
て

い
る

場
合

で

あ
っ

て
、

当
該

不
開

示
情

報
が

記
録

さ
れ

て
い

る
部

分
を

他
の

部
分

と
容

易
に

区
分

し
て

除
く

こ

と
が

で
き

な
い

場
合

を
含

む
。

）

（
２

）
　

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

存
在

の
有

無
を

明
ら

か
に

す
る

だ
け

で
、

不
開

示
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

に
な

る
場

合
（

法
第

８
１

条
）

第
8
1
条

開
示

請
求

に
対

し
、

当
該

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
が

存
在

し
て

い
る

か
否

か
を

答
え

る

だ
け

で
、

不
開

示
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

と
な

る
と

き
は

、
行

政
機

関
の

長
等

は
、

当
該

保
有

個
人

情
報

の
存

否
を

明
ら

か
に

し
な

い
で

、
当

該
開

示
請

求
を

拒
否

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
３

）
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

を
千

葉
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

に
お

い
て

保
有

し
て

い
な

い
場

合

又
は

開
示

請
求

の
対

象
が

法
第

１
２

４
条

第
２

項
に

該
当

す
る

場
合

若
し

く
は

法
第

６
０

条
第

１
項

に

規
定

す
る

保
有

個
人

情
報

に
該

当
し

な
い

場
合

第
1
2
4
条

第
２

項

２
　

保
有

個
人

情
報

（
行

政
機

関
情

報
公

開
法

第
五

条
、

独
立

行
政

法
人

等
情

報
公

開
法

第
五

条
又

は
情

報
公

開
条

例
に

規
定

す
る

不
開

示
情

報
を

専
ら

記
録

す
る

行
政

文
書

等
に

記
録

さ
れ

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

の
う

ち
、

ま
だ

分
類

そ
の

他
の

整
理

が
行

わ
れ

て
い

な
い

も
の

で
、

同
一

の
利

用
目

的
に

係
る

も
の

が
著

し
く

大
量

に
あ

る
た

め
そ

の
中

か
ら

特
定

の
保

有
個

人
情

報
を

検
索

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

で
あ

る
も

の
は

、
第

四
節

（
第

四
款

を
除

く
。

）
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
行

政
機

関
等

に
保

有
さ

れ
て

い
な

い
も

の
と

み
な

す
。

第
6
0
条

第
１

項

　
こ

の
章

及
び

第
八

章
に

お
い

て
「

保
有

個
人

情
報

」
と

は
、

行
政

機
関

等
の

職
員

（
独

立
行

政
法

人
等

及
び

地
方

独
立

行
政

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

役
員

を
含

む
。

以
下

こ
の

章
及

び
第

八
章

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
職

務
上

作
成

し
、

又
は

取
得

し
た

個
人

情
報

で
あ

っ
て

、
当

該
行

政
機

関
等

の
職

員
が

組
織

的
に

利
用

す
る

も
の

と
し

て
、

当
該

行
政

機
関

等
が

保
有

し
て

い
る

も
の

を
い

う
。

た
だ

し
、

行
政

文
書

（
行

政
機

関
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
一

年
法

律
第

四
十

二
号

。
以

下
こ

の
章

に
お

い
て

「
行

政
機

関
情

報
公

開
法

」
と

い
う

。
）

第
二

条
第

二
項

に
規

定
す

る
行

政
文

書
を

い
う

。
）

、
法

人
文

書
（

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
三

年
法

律
第

百
四

十
号

。
以

下
こ

の
章

に
お

い
て

「
独

立
行

政
法

人
等

情
報

公
開

法
」

と
い

う
。

）
第

二
条

第
二

項
に

規
定

す
る

法
人

文
書

（
同

項
第

四
号

に
掲

げ
る

も
の

を
含

む
。

）
を

い
う

。
）

又
は

地
方

公
共

団
体

等
行

政
文

書
（

地
方

公
共

団
体

の
機

関
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
の

職
員

が
職

務
上

作
成

し
、

又
は

取
得

し
た

文
書

、
図

画
及

び
電

磁
的

記
録

で
あ

っ
て

、
当

該
地

方
公

共
団

体
の

機
関

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

の
職

員
が

組
織

的
に

用
い

る
も

の
と

し
て

、
当

該
地

方
公

共
団

体
の

機
関

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

が
保

有
し

て
い

る
も

の
（

行
政

機
関

情
報

公
開

法
第

二
条

第
二

項
各

号
に

掲
げ

る
も

の
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
政

令
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）

を
い

う
。

）
（

以
下

こ
の

章
に

お
い

て
「

行
政

文
書

等
」

と
い

う
。

）
に

記
録

さ
れ

て
い

る
も

の
に

限

る
。

２
　

行
政

機
関

の
長

等
は

、
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
全

部
を

開
示

し
な

い
と

き
（

前
条

の
規

定
に

よ
り

開
示

請
求

を
拒

否
す

る
と

き
、

及
び

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
を

保
有

し
て

い
な

い
と

き
を

含
む

。
）

は
、

開
示

を
し

な
い

旨
の

決
定

を
し

、
開

示
請

求
者

に
対

し
、

そ
の

旨
を

書
面

に
よ

り
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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（
４

）
　

開
示

請
求

の
対

象
が

法
第

６
０

条
第

３
項

に
規

定
す

る
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

（
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

フ
ァ

イ
ル

を
構

成
す

る
も

の
に

限
る

。
）

及
び

法

第
１

０
９

条
第

４
項

に
規

定
す

る
削

除
情

報
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
場

合
、

法
第

１
２

４
条

第

１
項

に
該

当
す

る
場

合
又

は
法

以
外

の
法

律
に

お
け

る
適

用
除

外
規

定
に

よ
り

開
示

請
求

の
対

象

外
の

も
の

（
訴

訟
に

関
す

る
書

類
等

）
で

あ
る

場
合

第
6
0
条

第
３

項

３
　

こ
の

章
に

お
い

て
「

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
」

と
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
を

構
成

す
る

保
有

個
人

情
報

の
全

部
又

は
一

部
（

こ
れ

ら
の

一
部

に
行

政
機

関
情

報
公

開
法

第
五

条
に

規
定

す
る

不
開

示
情

報
（

同
条

第
一

号
に

掲
げ

る
情

報
を

除
き

、
同

条
第

二
号

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
情

報
を

含
む

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

、
独

立
行

政
法

人
等

情
報

公
開

法
第

五
条

に
規

定
す

る
不

開
示

情
報

（
同

条
第

一
号

に
掲

げ
る

情
報

を
除

き
、

同
条

第
二

号
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

情
報

を
含

む
。

）
又

は
地

方
公

共
団

体
の

情
報

公
開

条
例

（
地

方
公

共
団

体
の

機
関

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

を
請

求
す

る
住

民
等

の
権

利
に

つ
い

て
定

め
る

地
方

公
共

団
体

の
条

例
を

い
う

。
以

下
こ

の
章

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
規

定
す

る
不

開
示

情
報

（
行

政
機

関
情

報
公

開
法

第
五

条
に

規
定

す
る

不
開

示
情

報
に

相
当

す
る

も
の

を
い

う
。

）
が

含
ま

れ
て

い
る

と
き

は
、

こ
れ

ら
の

不
開

示
情

報
に

該
当

す
る

部
分

を
除

く
。

）
を

加
工

し
て

得
ら

れ
る

匿
名

加
工

情
報

を
い

う
。

一
　

第
七

十
五

条
第

二
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

又
は

同
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

一
項

に
規

定
す

る
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
簿

に
掲

載
し

な
い

こ
と

と
さ

れ
る

も
の

で
な

い
こ

と
。

二
　

行
政

機
関

情
報

公
開

法
第

三
条

に
規

定
す

る
行

政
機

関
の

長
、

独
立

行
政

法
人

等
情

報
公

開
法

第
二

条
第

一
項

に
規

定
す

る
独

立
行

政
法

人
等

、
地

方
公

共
団

体
の

機
関

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

に
対

し
、

当
該

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

を
構

成
す

る
保

有
個

人
情

報
が

記
録

さ
れ

て
い

る
行

政
文

書
等

の
開

示
の

請
求

（
行

政
機

関
情

報
公

開
法

第
三

条
、

独
立

行
政

法
人

等
情

報
公

開
法

第
三

条
又

は
情

報
公

開
条

例
の

規
定

に
よ

る
開

示
の

請
求

を
い

う
。

）
が

あ
っ

た
と

し
た

な
ら

ば
、

こ
れ

ら
の

者
が

次
の

い
ず

れ
か

を
行

う
こ

と
と

な
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

イ
　

当
該

行
政

文
書

等
に

記
録

さ
れ

て
い

る
保

有
個

人
情

報
の

全
部

又
は

一
部

を
開

示
す

る
旨

の
決

定
を

す
る

こ
と

。

ロ
　

行
政

機
関

情
報

公
開

法
第

十
三

条
第

一
項

若
し

く
は

第
二

項
、

独
立

行
政

法
人

等
情

報
公

開
法

第
十

四
条

第
一

項
若

し
く

は
第

二
項

又
は

情
報

公
開

条
例

（
行

政
機

関
情

報
公

開
法

第
十

三
条

第
一

項
又

は
第

二
項

の
規

定
に

相
当

す
る

規
定

を
設

け
て

い
る

も
の

に
限

る
。

）
の

規
定

に
よ

り
意

見
書

の
提

出
の

機
会

を
与

え
る

こ
と

。

三
　

行
政

機
関

等
の

事
務

及
び

事
業

の
適

正
か

つ
円

滑
な

運
営

に
支

障
の

な
い

範
囲

内
で

、
第

百
十

六
条

第
一

項
の

基
準

に
従

い
、

当
該

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

を
構

成
す

る
保

有
個

人
情

報
を

加
工

し
て

匿
名

加
工

情
報

を
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

４
　

こ
の

章
に

お
い

て
「

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
フ

ァ
イ

ル
」

と
は

、
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
含

む
情

報
の

集
合

物
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
を

い
う

。

一
　

特
定

の
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
電

子
計

算
機

を
用

い
て

検
索

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
体

系
的

に
構

成
し

た
も

の

二
　

前
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

特
定

の
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
容

易
に

検
索

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
体

系
的

に
構

成
し

た
も

の
と

し
て

政
令

で
定

め
る

も
の
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第
1
0
9
条

（
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

の
作

成
及

び
提

供
等

）

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

こ
の

節
の

規
定

に
従

い
、

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
（

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
フ

ァ
イ

ル
を

構
成

す
る

も
の

に
限

る
。

以
下

こ
の

節
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
　

行
政

機
関

の
長

等
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
を

除
き

、
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
提

供
し

て
は

な
ら

な
い

。

一
　

法
令

に
基

づ
く

場
合

（
こ

の
節

の
規

定
に

従
う

場
合

を
含

む
。

）

二
　

保
有

個
人

情
報

を
利

用
目

的
の

た
め

に
第

三
者

に
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

保
有

個
人

情
報

を
加

工
し

て
作

成
し

た
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
当

該
第

三
者

に
提

供
す

る
と

き
。

３
　

第
六

十
九

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
行

政
機

関
の

長
等

は
、

法
令

に
基

づ
く

場
合

を
除

き
、

利
用

目
的

以
外

の
目

的
の

た
め

に
削

除
情

報
（

保
有

個
人

情
報

に
該

当
す

る
も

の
に

限
る

。
）

を
自

ら
利

用
し

、
又

は
提

供
し

て
は

な
ら

な
い

。

４
　

前
項

の
「

削
除

情
報

」
と

は
、

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
の

作
成

に
用

い
た

保
有

個
人

情
報

か
ら

削
除

し
た

記
述

等
及

び
個

人
識

別
符

号
を

い
う

。

第
1
2
4
条

第
１

項

（
適

用
除

外
等

）

　
第

四
節

の
規

定
は

、
刑

事
事

件
若

し
く

は
少

年
の

保
護

事
件

に
係

る
裁

判
、

検
察

官
、

検
察

事
務

官
若

し
く

は
司

法
警

察
職

員
が

行
う

処
分

、
刑

若
し

く
は

保
護

処
分

の
執

行
、

更
生

緊
急

保
護

又
は

恩
赦

に
係

る
保

有
個

人
情

報
（

当
該

裁
判

、
処

分
若

し
く

は
執

行
を

受
け

た
者

、
更

生
緊

急
保

護
の

申
出

を
し

た
者

又
は

恩
赦

の
上

申
が

あ
っ

た
者

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

に
つ

い
て

は
、

適
用

し
な

い
。

（
５

）
　

開
示

請
求

書
に

法
第

７
７

条
第

１
項

各
号

に
規

定
す

る
事

項
の

記
載

の
不

備
が

あ
る

場
合

又
は

同
条

第
２

項
に

規
定

す
る

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

本
人

で
あ

る
こ

と
（

未
成

年
若

し

く
は

成
年

被
後

見
人

の
法

定
代

理
人

又
は

本
人

の
委

任
に

よ
る

代
理

人
（

以
下

「
代

理
人

」
と

総

称
す

る
。

）
に

よ
る

開
示

請
求

に
あ

っ
て

は
、

当
該

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

本
人

の

代
理

人
で

あ
る

こ
と

）
を

示
す

書
類

に
不

備
が

あ
る

場
合

。
た

だ
し

、
当

該
不

備
を

補
正

す
る

こ

と
が

で
き

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
原

則
と

し
て

、
開

示
請

求
者

に
補

正
を

求
め

る
も

の
と

す

る
。

第
7
7
条

第
1
項

、

第
2
項

（
開

示
請

求
の

手
続

）

開
示

請
求

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

書
面

（
第

三
項

に
お

い
て

「
開

示
請

求
書

」
と

い

う
。

）
を

行
政

機
関

の
長

等
に

提
出

し
て

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

開
示

請
求

を
す

る
者

の
氏

名
及

び
住

所
又

は
居

所

二
　

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
が

記
録

さ
れ

て
い

る
行

政
文

書
等

の
名

称
そ

の
他

の
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

を
特

定
す

る
に

足
り

る
事

項

２
　

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

開
示

請
求

を
す

る
者

は
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
本

人
で

あ
る

こ
と

（
前

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

開
示

請
求

に
あ

っ
て

は
、

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

本
人

の
代

理
人

で
あ

る
こ

と
）

を
示

す
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
６

）
開
示
請
求
が
権
利
濫
用
に
当
た
る
場
合
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
権
利
濫
用
に
当
た
る
か
否
か
の
判

断
は
、
開
示
請
求
の
態
様
、
開
示
請
求
に
応
じ
た
場
合
の
県
の
機
関
の
業
務
へ
の
支
障
等
を
勘
案
し
、

社
会
通
念
上
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
個
別
に
判
断
し
て
行
う
。
県

の
機
関
の
事
務
を
混
乱
又
は
停
滞
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
等
開
示
請
求
権
の
本
来
の
目
的
を
著
し

く
逸
脱
す
る
開
示
請
求
は
、
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
。
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3
　

前
２

項
の

判
断

に
当

た
っ

て
は

、
保

有
個

人
情

報
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
は

「
第

２

保
有

個
人

情
報

該
当

性
に

関
す

る
判

断
基

準
」

に
、

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
に

記
録

さ

れ
て

い
る

情
報

が
不

開
示

情
報

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
の

判
断

は
「

第
３

　
不

開
示

情
報

該
当

性

に
関

す
る

判
断

基
準

」
に

、
部

分
開

示
を

す
べ

き
場

合
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
は

「
第

４

部
分

開
示

に
関

す
る

判
断

基
準

」
に

、
保

有
個

人
情

報
の

存
否

を
明

ら
か

に
し

な
い

で
開

示
請

求

を
拒

否
す

べ
き

場
合

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
の

判
断

は
「

第
５

　
保

有
個

人
情

報
の

存
否

に
関

す

る
情

報
に

関
す

る
判

断
基

準
」

に
、

そ
れ

ぞ
れ

よ
る

。

4
　

開
示

す
る

保
有

個
人

情
報

の
利

用
目

的
に

つ
い

て
は

、
利

用
目

的
を

本
人

に
明

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
本

人
若

し
く

は
第

三
者

の
権

利
利

益
を

害
す

る
お

そ
れ

又
は

県
の

機
関

等
が

行
う

事
務

若

し
く

は
事

業
の

適
正

な
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
、

通
知

す
る

こ
と

を
要

し

な
い

。

第
２

保
有

個
人

情
報

該
当

性
に

関
す

る
判

断
基

準

　
開

示
請

求
の

対
象

が
法

第
６

０
条

第
１

項
に

規
定

す
る

保
有

個
人

情
報

に
該

当
す

る
か

ど
う

か

の
判

断
は

、
以

下
の

基
準

に
よ

り
行

う
。

第
6
0
条

第
1
項

1
　

「
個

人
に

関
す

る
情

報
」

と
は

、
個

人
に

関
連

す
る

情
報

全
般

を
意

味
す

る
。

し
た

が
っ

て
、

個
人

の
属

性
、

人
格

や
私

生
活

に
関

す
る

情
報

に
限

ら
ず

、
個

人
の

知
的

創
作

物
に

関
す

る
情

報

及
び

組
織

体
の

構
成

員
と

し
て

の
個

人
の

活
動

に
関

す
る

情
報

も
含

ま
れ

る
。

2
　

「
行

政
機

関
等

の
職

員
が

職
務

上
作

成
し

、
又

は
取

得
し

た
」

と
は

、
行

政
機

関
等

の
職

員
が

当
該

職
員

に
割

り
当

て
ら

れ
た

仕
事

を
遂

行
す

る
立

場
で

、
す

な
わ

ち
公

的
立

場
に

お
い

て
作

成

し
、

又
は

取
得

し
た

こ
と

を
い

う
。

3
　

「
組

織
的

に
利

用
す

る
」

と
は

、
作

成
又

は
取

得
に

関
与

し
た

職
員

個
人

の
段

階
の

も
の

で
は

な
く

、
組

織
の

業
務

上
必

要
な

情
報

と
し

て
利

用
す

る
こ

と
を

い
う

。

4
　

「
行

政
機

関
等

が
保

有
し

て
い

る
」

と
は

、
当

該
行

政
機

関
等

が
当

該
個

人
情

報
に

つ
い

て
事

実
上

支
配

し
て

い
る

状
態

（
当

該
個

人
情

報
の

利
用

、
提

供
、

廃
棄

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
判

断

す
る

権
限

を
有

し
て

い
る

状
態

を
意

味
す

る
。

）
を

い
う

。
し

た
が

っ
て

、
例

え
ば

、
個

人
情

報

が
記

録
さ

れ
て

い
る

媒
体

を
書

庫
等

で
保

管
し

、
又

は
倉

庫
業

者
等

に
保

管
さ

せ
て

い
る

場
合

は

含
ま

れ
る

が
、

民
間

事
業

者
が

管
理

す
る

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
利

用
す

る
場

合
は

含
ま

れ
な

い
。

5
　

「
行

政
文

書
等

に
記

録
さ

れ
て

い
る

も
の

に
限

る
」

と
は

、
保

有
個

人
情

報
が

文
書

、
図

画
、

電
磁

的
記

録
等

何
ら

か
の

媒
体

に
記

録
さ

れ
て

い
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
を

い
う

。

　
し

た
が

っ
て

、
職

員
が

単
に

記
憶

し
て

い
る

に
す

ぎ
な

い
も

の
は

、
保

有
個

人
情

報
に

は
該

当

し
な

い
。

　
ま

た
、

官
報

、
白

書
、

新
聞

、
雑

誌
、

書
籍

そ
の

他
不

特
定

多
数

の
者

に
販

売
す

る
こ

と
を

目

的
と

し
て

発
行

さ
れ

る
も

の
に

記
録

さ
れ

て
い

る
も

の
も

、
こ

れ
ら

が
行

政
文

書
に

該
当

し
な

い

た
め

保
有

個
人

情
報

に
該

当
し

な
い

。

こ
の

章
及

び
第

八
章

に
お

い
て

「
保

有
個

人
情

報
」

と
は

、
行

政
機

関
等

の
職

員
（

独
立

行
政

法
人

等
及

び
地

方
独

立
行

政
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
役

員
を

含
む

。
以

下
こ

の
章

及
び

第
八

章
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

職
務

上
作

成
し

、
又

は
取

得
し

た
個

人
情

報
で

あ
っ

て
、

当
該

行
政

機
関

等
の

職
員

が
組

織
的

に
利

用
す

る
も

の
と

し
て

、
当

該
行

政
機

関
等

が
保

有
し

て
い

る
も

の
を

い
う

。
た

だ

し
、

行
政

文
書

（
行

政
機

関
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
一

年
法

律
第

四
十

二
号

。
以

下
こ

の
章

に
お

い
て

「
行

政
機

関
情

報
公

開
法

」
と

い
う

。
）

第
二

条
第

二
項

に
規

定
す

る
行

政
文

書
を

い
う

。
）

、
法

人
文

書
（

独
立

行
政

法
人

等
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
法

律
（

平
成

十
三

年
法

律
第

百
四

十
号

。
以

下
こ

の
章

に
お

い
て

「
独

立
行

政
法

人
等

情
報

公
開

法
」

と
い

う
。

）
第

二
条

第
二

項
に

規
定

す
る

法
人

文
書

（
同

項
第

四
号

に
掲

げ
る

も
の

を
含

む
。

）
を

い
う

。
）

又
は

地
方

公
共

団
体

等
行

政
文

書
（

地
方

公
共

団
体

の
機

関
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
の

職
員

が
職

務
上

作
成

し
、

又
は

取
得

し
た

文
書

、
図

画
及

び
電

磁
的

記
録

で
あ

っ
て

、
当

該
地

方
公

共
団

体
の

機
関

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

の
職

員
が

組
織

的
に

用
い

る
も

の
と

し
て

、
当

該
地

方
公

共
団

体
の

機
関

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

が
保

有
し

て
い

る
も

の
（

行
政

機
関

情
報

公
開

法
第

二
条

第
二

項
各

号
に

掲
げ

る
も

の
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
政

令
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）

を
い

う
。

）
（

以
下

こ
の

章
に

お
い

て
「

行
政

文
書

等
」

と
い

う
。

）
に

記
録

さ
れ

て
い

る
も

の
に

限

る
。
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第
３

不
開
示
情
報
該
当
性
に
関
す
る
判
断
基
準

　
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

に
記

録
さ

れ
て

い
る

情
報

が
不

開
示

情
報

に
該

当
す

る
か

ど

う
か

の
判

断
は

、
以

下
の

基
準

に
よ

り
行

う
。

　
な

お
、

当
該

判
断

は
、

開
示

決
定

等
を

行
う

時
点

に
お

け
る

状
況

に
基

づ
き

行
う

。

1
　

開
示

請
求

者
に

関
す

る
情

報
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
１

号
）

に
つ

い
て

の
判

断
基

準

　
法

第
７

８
条

第
１

項
第

１
号

が
適

用
さ

れ
る

場
合

は
、

開
示

す
る

こ
と

が
深

刻
な

問
題

を
引

き

起
こ

す
可

能
性

が
あ

る
場

合
で

あ
り

、
そ

の
運

用
に

当
た

っ
て

は
、

具
体

的
ケ

ー
ス

に
即

し
て

慎

重
に

判
断

す
る

も
の

と
す

る
。

第
7
8
条

第
1
項

第
1
号

（
保

有
個

人
情

報
の

開
示

義
務

）

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

開
示

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
に

次
の

各
号

に
掲

げ
る

情
報

（
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

「
不

開
示

情
報

」
と

い
う

。
）

の
い

ず
れ

か
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

を
除

き
、

開
示

請
求

者
に

対
し

、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

開
示

請
求

者
（

第
七

十
六

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

代
理

人
が

本
人

に
代

わ
っ

て
開

示
請

求
を

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

本
人

を
い

う
。

次
号

及
び

第
三

号
、

次
条

第
二

項
並

び
に

第
八

十
六

条
第

一
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
生

命
、

健
康

、
生

活
又

は
財

産
を

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
情

報

2
　

開
示

請
求

者
以

外
の

個
人

に
関

す
る

情
報

（
法

第
７

８
条

第
１

項
第

２
号

）
に

つ
い

て
の

判
断

基
準

（
１

）
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
に

関
す

る
情

報
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
２

号
本

文
）

に
つ

い
て

ア
　

「
個

人
に

関
す

る
情

報
」

に
は

、
生

存
す

る
個

人
に

関
す

る
情

報
の

ほ
か

、
死

亡
し

た
個

人
に

関
す

る
情

報
も

含
ま

れ
る

。
た

だ
し

、
事

業
を

営
む

個
人

の
当

該
事

業
に

関
す

る
情

報
は

、
法

第

７
８

条
第

１
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
判

断
す

る
。

イ
　

「
そ

の
他

の
記

述
等

」
と

は
、

文
書

、
図

画
若

し
く

は
電

磁
的

記
録

に
記

載
さ

れ
、

若
し

く
は

記
録

さ
れ

、
又

は
音

声
、

動
作

そ
の

他
の

方
法

を
用

い
て

表
さ

れ
た

一
切

の
事

項
（

法
第

２
条

第

２
項

に
規

定
す

る
個

人
識

別
符

号
を

除
く

。
）

を
い

う
。

ウ
　

照
合

の
対

象
と

な
る

「
他

の
情

報
」

に
は

、
そ

の
保

有
者

が
他

の
機

関
で

あ
る

場
合

の
ほ

か
、

公
知

の
情

報
や

、
図

書
館

等
の

公
共

施
設

で
一

般
に

入
手

可
能

な
も

の
な

ど
一

般
人

が
通

常
入

手

し
得

る
情

報
が

含
ま

れ
、

特
別

の
調

査
を

す
れ

ば
入

手
し

得
る

か
も

し
れ

な
い

よ
う

な
情

報
に

つ

い
て

は
、

通
例

は
「

他
の

情
報

」
に

含
ま

れ
な

い
。

し
か

し
、

事
案

に
よ

っ
て

は
、

個
人

の
権

利

利
益

を
保

護
す

る
観

点
か

ら
は

、
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

当
た

っ
て

、
よ

り
慎

重
な

判
断

が
求

め

ら
れ

る
場

合
が

あ
り

、
当

該
個

人
を

識
別

す
る

た
め

に
実

施
可

能
と

考
え

ら
れ

る
手

段
に

つ
い

て
、

そ
の

手
段

を
実

施
す

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
人

物
が

誰
で

あ
る

か
等

を
も

視
野

に
入

れ
つ

つ
、

合
理

的
な

範
囲

で
判

断
す

る
。

エ
　

「
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
な

お
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
の

権
利

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

」
と

は
、

匿
名

の
作

文
、

無
記

名
の

個
人

の
著

作
物

等
、

個
人

の
人

格
と

密
接

に
関

連

し
た

り
、

開
示

す
れ

ば
財

産
権

そ
の

他
の

個
人

の
正

当
な

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め

ら
れ

る
も

の
を

い
う

。

第
7
8
条

第
１

項

第
２

号

二
　

開
示

請
求

者
以

外
の

個
人

に
関

す
る

情
報

（
事

業
を

営
む

個
人

の
当

該
事

業
に

関
す

る
情

報
を

除
く

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
情

報
に

含
ま

れ
る

氏
名

、
生

年
月

日
そ

の
他

の
記

述
等

に
よ

り
開

示
請

求
者

以
外

の
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
（

他
の

情
報

と
照

合
す

る
こ

と
に

よ

り
、

開
示

請
求

者
以

外
の

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
も

の
を

含
む

。
）

若
し

く
は

個
人

識
別

符
号

が
含

ま
れ

る
も

の
又

は
開

示
請

求
者

以
外

の
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

が
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

な
お

開
示

請
求

者
以

外
の

個
人

の
権

利
利

益
を

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
。

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
情

報
を

除
く

。
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（
２

）
　

法
令

の
規

定
に

よ
り

開
示

請
求

者
が

知
る

こ
と

が
で

き
る

情
報

等
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
２

号
イ

）
に

つ
い

て

ア
　

「
法

令
の

規
定

」
に

は
、

何
人

に
対

し
て

も
等

し
く

当
該

情
報

を
開

示
す

る
こ

と
又

は
公

に
す

る
こ

と
を

定
め

て
い

る
規

定
の

ほ
か

、
特

定
の

範
囲

の
者

に
限

り
当

該
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

を

定
め

て
い

る
規

定
が

含
ま

れ
る

。

イ
　

「
慣

行
と

し
て

」
と

は
、

慣
習

法
と

し
て

の
法

規
範

的
な

根
拠

を
要

す
る

も
の

で
は

な
く

、
事

実
上

の
慣

習
と

し
て

知
る

こ
と

が
で

き
、

又
は

知
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

で
足

り
る

。

た
だ

し
、

当
該

保
有

個
人

情
報

と
同

種
の

情
報

に
つ

い
て

、
本

人
が

知
る

こ
と

が
で

き
た

事
例

が

あ
っ

た
と

し
て

も
、

そ
れ

が
個

別
的

な
事

例
に

と
ど

ま
る

限
り

、
「

慣
行

と
し

て
」

に
は

当
た

ら

な
い

。

ウ
　

「
知

る
こ

と
が

予
定

さ
れ

て
い

る
」

と
は

、
実

際
に

は
知

ら
さ

れ
て

い
な

い
が

、
将

来
的

に
知

ら
さ

れ
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
い

う
。

な
お

、
「

予
定

」
と

は
将

来
知

ら
さ

れ
る

こ

と
が

具
体

的
に

決
定

し
て

い
る

こ
と

は
要

し
な

い
が

、
当

該
情

報
の

性
質

、
利

用
目

的
等

に
照

ら

し
て

通
例

知
ら

さ
れ

る
べ

き
も

の
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
を

い
う

。

（
３

）
　

人
の

生
命

、
健

康
、

生
活

又
は

財
産

を
保

護
す

る
た

め
、

開
示

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

情
報

（
法

第
７

８
条

第
１

項
第

２
号

ロ
）

に
つ

い
て

　
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
、

不
開

示
に

す
る

こ
と

に
よ

り
保

護
さ

れ

る
開

示
請

求
者

以
外

の
個

人
の

権
利

利
益

よ
り

も
、

開
示

請
求

者
を

含
む

人
の

生
命

、
健

康
等

の

利
益

を
保

護
す

る
こ

と
の

必
要

性
が

上
回

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

当
該

情
報

は
開

示
す

る
。

現
実

に
、

人
の

生
命

、
健

康
等

に
被

害
が

発
生

し
て

い
る

場
合

に
限

ら
ず

、
将

来
こ

れ
ら

が

侵
害

さ
れ

る
蓋

然
性

が
高

い
場

合
も

含
ま

れ
る

。

　
こ

の
比

較
衡

量
に

当
た

っ
て

は
、

個
人

の
権

利
利

益
に

は
様

々
な

も
の

が
あ

り
、

ま
た

、
人

の

生
命

、
健

康
、

生
活

又
は

財
産

の
保

護
に

も
、

保
護

す
べ

き
権

利
利

益
の

程
度

に
差

が
あ

る
こ

と

か
ら

、
個

別
の

事
案

に
応

じ
た

慎
重

な
検

討
を

行
う

も
の

と
す

る
。

第
7
8
条

第
1
項

第
2
号

ロ
人

の
生

命
、

健
康

、
生

活
又

は
財

産
を

保
護

す
る

た
め

、
開

示
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

認

め
ら

れ
る

情
報

（
４

）
第

7
8
条

第
1
項

第
2
号

ハ
当

該
個

人
が

公
務

員
等

（
国

家
公

務
員

法
（

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
百

二
十

号
）

第
二

条
第

一

項
に

規
定

す
る

国
家

公
務

員
（

独
立

行
政

法
人

通
則

法
第

二
条

第
四

項
に

規
定

す
る

行
政

執
行

法
人

の
職

員
を

除
く

。
）

、
独

立
行

政
法

人
等

の
職

員
、

地
方

公
務

員
法

（
昭

和
二

十
五

年
法

律
第

二
百

六
十

一
号

）
第

二
条

に
規

定
す

る
地

方
公

務
員

及
び

地
方

独
立

行
政

法
人

の
職

員
を

い
う

。
）

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

情
報

が
そ

の
職

務
の

遂
行

に
係

る
情

報
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

情
報

の
う

ち
、

当
該

公
務

員
等

の
職

及
び

当
該

職
務

遂
行

の
内

容
に

係
る

部
分

第
7
8
条

第
２

項

２
地

方
公

共
団

体
の

機
関

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

に
つ

い
て

の
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て

は
、

同
項

中
「

掲
げ

る
情

報
（

」
と

あ
る

の
は

、
「

掲
げ

る
情

報
（

情
報

公
開

条
例

の
規

定
に

よ
り

開
示

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

情
報

と
し

て
条

例
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）

又
は

行
政

機
関

情
報

公
開

法
第

五
条

に
規

定
す

る
不

開
示

情
報

に
準

ず
る

情
報

で
あ

っ
て

情
報

公
開

条
例

に
お

い
て

開
示

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
も

の
の

う
ち

当
該

情
報

公
開

条
例

と
の

整
合

性
を

確
保

す
る

た
め

に
不

開
示

と
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

と
し

て
条

例
で

定
め

る
も

の
（

」
と

す
る

。

　
公

務
員

等
の

職
務

の
遂

行
に

関
す

る
情

報
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
２

号
ハ

及
び

個
人

情
報

の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

条
例

第
４

条
）

に
つ

い
て

　
「

職
務

の
遂

行
に

係
る

情
報

」
に

は
、

公
務

員
等

が
行

政
機

関
そ

の
他

の
国

の
機

関
、

独
立

行

政
法

人
、

地
方

公
共

団
体

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

の
一

員
と

し
て

、
そ

の
担

当
す

る
職

務
を

遂

行
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
活

動
に

つ
い

て
の

情
報

が
該

当
す

る
。

こ
の

う
ち

、
当

該
公

務
員

等

の
職

名
と

職
務

遂
行

の
内

容
は

、
開

示
す

る
。

　
な

お
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
（

令
和

４
年

千
葉

県
条

例
第

３
７

号
）

第

４
条

に
お

い
て

、
法

第
７

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
条

第
１

項
の

開

示
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
情

報
と

し
て

条
例

で
定

め
る

も
の

は
、

千
葉

県
情

報
公

開
条

例
（

平

成
１

２
年

千
葉

県
条

例
第

６
５

号
）

第
８

条
第

２
号

ハ
に

掲
げ

る
情

報
の

う
ち

同
号

ハ
に

規
定

す

る
公

務
員

等
（

警
察

職
員

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除

く
。

）
の

氏
名

（
同

条
例

第
８

条

第
１

号
又

は
第

３
号

か
ら

第
６

号
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

と
し

て
い

る
。

第
7
8
条

第
1
項

第
2
号

イ
　

法
令

の
規

定
に

よ
り

又
は

慣
行

と
し

て
開

示
請

求
者

が
知

る
こ

と
が

で
き

、
又

は
知

る
こ

と
が

予
定

さ
れ

て
い

る
情

報

9



3
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

関
す

る
情

報
又

は
開

示
請

求
者

以
外

の
事

業
を

営
む

個
人

の
当

該
事

業
に

関
す

る
情

報
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
３

号
）

に
つ

い
て

の
判

断
基

準

（
1
）

　
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

関
す

る
情

報
又

は
開

示
請

求
者

以
外

の
事

業
を

営
む

個
人

の
当

該
事

業

に
関

す
る

情
報

（
法

第
７

８
条

第
１

項
第

３
号

本
文

）
に

つ
い

て

ア
　

「
法

人
そ

の
他

の
団

体
」

（
以

下
「

法
人

等
」

と
い

う
。

）
に

は
、

株
式

会
社

等
の

会
社

法
上

の
会

社
、

財
団

法
人

、
社

団
法

人
、

学
校

法
人

、
宗

教
法

人
等

の
民

間
の

法
人

の
ほ

か
、

政
治

団

体
、

外
国

法
人

や
権

利
能

力
な

き
社

団
等

も
含

ま
れ

る
。

た
だ

し
、

国
、

独
立

行
政

法
人

等
、

地

方
公

共
団

体
及

び
地

方
独

立
行

政
法

人
は

、
法

第
７

８
条

第
１

項
第

３
号

の
対

象
か

ら
除

か
れ

て

お
り

、
そ

の
事

務
又

は
事

業
に

係
る

情
報

は
、

同
項

第
７

号
の

規
定

に
基

づ
き

判
断

す
る

。

イ
　

「
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

関
す

る
情

報
」

と
は

、
法

人
等

の
組

織
及

び
事

業
に

関
す

る
情

報
の

ほ
か

、
法

人
等

の
権

利
利

益
に

関
す

る
情

報
等

法
人

等
と

関
連

性
を

有
す

る
情

報
を

意
味

す
る

。

な
お

、
法

人
等

の
構

成
員

に
関

す
る

情
報

は
、

法
人

等
に

関
す

る
情

報
で

あ
る

と
同

時
に

、
構

成

員
各

個
人

に
関

す
る

情
報

で
も

あ
り

、
法

第
７

８
条

第
１

項
第

２
号

の
不

開
示

情
報

に
当

た
る

か

ど
う

か
も

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

ウ
　

「
事

業
を

営
む

個
人

の
当

該
事

業
に

関
す

る
情

報
」

は
、

事
業

に
関

す
る

情
報

で
あ

る
の

で
、

法
人

等
に

関
す

る
情

報
と

同
様

の
要

件
に

よ
り

、
事

業
を

営
む

上
で

の
正

当
な

利
益

等
に

つ
い

て

不
開

示
情

報
該

当
性

を
判

断
す

る
。

（
２

）
　

人
の

生
命

、
健

康
、

生
活

又
は

財
産

を
保

護
す

る
た

め
、

開
示

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

情
報

（
法

第
７

８
条

第
１

項
第

３
号

た
だ

し
書

）
に

つ
い

て

　
当

該
情

報
を

不
開

示
に

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

保
護

さ
れ

る
法

人
等

又
は

事
業

を
営

む
個

人
の

権

利
利

益
と

、
こ

れ
を

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
保

護
さ

れ
る

人
の

生
命

、
健

康
等

の
利

益
と

を
比

較

衡
量

し
、

後
者

の
利

益
を

保
護

す
る

こ
と

の
必

要
性

が
上

回
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

当
該

情

報
は

法
第

７
８

条
第

１
項

第
３

号
の

不
開

示
情

報
に

該
当

し
な

い
。

現
実

に
人

の
生

命
、

健
康

等

に
被

害
が

発
生

し
て

い
る

場
合

に
限

ら
ず

、
将

来
こ

れ
ら

が
侵

害
さ

れ
る

蓋
然

性
が

高
い

場
合

も

含
ま

れ
る

。

　
な

お
、

法
人

等
又

は
事

業
を

営
む

個
人

の
事

業
活

動
と

人
の

生
命

、
健

康
等

に
対

す
る

危
害

等

と
の

明
確

な
因

果
関

係
が

確
認

さ
れ

な
く

て
も

、
現

実
に

人
の

生
命

、
健

康
等

に
対

す
る

被
害

等

の
発

生
が

予
想

さ
れ

る
場

合
も

あ
り

得
る

こ
と

に
留

意
す

る
。

第
7
8
条

第
1
項

第
3
号

　
た

だ
し

、
人

の
生

命
、

健
康

、
生

活
又

は
財

産
を

保
護

す
る

た
め

、
開

示
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
情

報
を

除
く

。

三
　

法
人

そ
の

他
の

団
体

（
国

、
独

立
行

政
法

人
等

、
地

方
公

共
団

体
及

び
地

方
独

立
行

政
法

人
を

除
く

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

「
法

人
等

」
と

い
う

。
）

に
関

す
る

情
報

又
は

開
示

請
求

者
以

外
の

事
業

を
営

む
個

人
の

当
該

事
業

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

。

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例

（
不

開
示

情
報

の
例

外
）

第
四

条
　

法
第

七
十

八
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
条

第
一

項
の

開
示

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

情
報

と
し

て
条

例
で

定
め

る
も

の
は

、
千

葉
県

情
報

公
開

条
例

（
平

成
十

二
年

千
葉

県
条

例
第

六
十

五
号

）
第

八
条

第
二

号
ハ

に
掲

げ
る

情
報

の
う

ち
同

号
ハ

に
規

定
す

る
公

務
員

等
（

警
察

職
員

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除

く
。

）
の

氏
名

（
同

条
例

第
八

条
第

一
号

又
は

第
三

号
か

ら
第

六
号

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
と

す
る

。

第
7
8
条

第
1
項

第
３

号
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（
３

）
当

該
法

人
等

又
は

当
該

個
人

の
権

利
、

競
争

上
の

地
位

そ
の

他
正

当
な

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ

（
法

第
７

８
条

第
１

項
第

３
号

イ
）

に
つ

い
て

ア
　

「
権

利
」

と
は

、
信

教
の

自
由

、
集

会
・

結
社

の
自

由
、

学
問

の
自

由
、

財
産

権
等

法
的

保
護

に
値

す
る

権
利

一
切

を
い

い
、

「
競

争
上

の
地

位
」

と
は

、
法

人
等

又
は

事
業

を
営

む
個

人
の

公

正
な

競
争

関
係

に
お

け
る

地
位

を
い

う
。

ま
た

、
「

そ
の

他
正

当
な

利
益

」
に

は
、

ノ
ウ

ハ
ウ

、

信
用

等
法

人
等

又
は

事
業

を
営

む
個

人
の

運
営

上
の

地
位

が
広

く
含

ま
れ

る
。

イ
　

「
害

す
る

お
そ

れ
」

が
あ

る
か

ど
う

か
の

判
断

に
当

た
っ

て
は

、
法

人
等

又
は

事
業

を
営

む
個

人
に

は
様

々
な

種
類

及
び

性
格

の
も

の
が

あ
り

、
そ

の
権

利
利

益
に

も
様

々
の

も
の

が
あ

る
の

で
、

法
人

等
又

は
事

業
を

営
む

個
人

の
性

格
、

権
利

利
益

の
内

容
及

び
性

質
等

に
応

じ
、

当
該

法

人
等

又
は

事
業

を
営

む
個

人
の

権
利

の
保

護
の

必
要

性
、

当
該

法
人

等
又

は
事

業
を

営
む

個
人

と

行
政

と
の

関
係

等
を

十
分

考
慮

し
て

適
切

に
判

断
す

る
も

の
と

す
る

。

　
な

お
、

こ
の

「
お

そ
れ

」
の

判
断

に
当

た
っ

て
は

、
単

な
る

可
能

性
で

は
な

く
、

法
的

保
護

に

値
す

る
蓋

然
性

が
求

め
ら

れ
る

。

（
４

）
任

意
に

提
供

さ
れ

た
情

報
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
３

号
ロ

）
に

つ
い

て

ア
　

法
人

等
又

は
事

業
を

営
む

個
人

か
ら

開
示

し
な

い
と

の
条

件
の

下
に

任
意

に
提

供
さ

れ
た

情
報

に
つ

い
て

は
、

当
該

条
件

が
合

理
的

な
も

の
と

認
め

ら
れ

る
限

り
、

不
開

示
情

報
と

す
る

。

イ
　

「
行

政
機

関
等

の
要

請
を

受
け

て
、

開
示

し
な

い
と

の
条

件
で

任
意

に
提

供
さ

れ
た

情
報

」
に

は
、

行
政

機
関

等
の

要
請

を
受

け
ず

に
法

人
等

又
は

事
業

を
営

む
個

人
か

ら
提

供
さ

れ
た

情
報

で

あ
っ

て
も

、
提

供
に

先
立

ち
、

法
人

等
又

は
事

業
を

営
む

個
人

の
側

か
ら

開
示

し
な

い
と

の
条

件

が
提

示
さ

れ
、

行
政

機
関

等
が

合
理

的
理

由
が

あ
る

と
し

て
こ

れ
を

受
諾

し
た

上
で

提
供

を
受

け

た
場

合
に

は
、

含
ま

れ
る

。

ウ
　

「
行

政
機

関
等

の
要

請
」

に
は

、
法

令
に

基
づ

く
報

告
又

は
提

出
の

命
令

は
含

ま
れ

な
い

が
、

行
政

機
関

等
の

長
が

法
令

に
基

づ
く

報
告

徴
収

権
限

を
有

す
る

場
合

で
も

、
当

該
権

限
を

行
使

す

る
こ

と
な

く
、

任
意

に
提

出
を

求
め

た
場

合
は

含
ま

れ
る

。

エ
　

「
開

示
し

な
い

と
の

条
件

」
と

は
、

第
三

者
に

対
し

て
当

該
情

報
を

提
供

し
な

い
と

の
条

件
を

意
味

す
る

。
ま

た
、

特
定

の
行

政
目

的
以

外
の

目
的

に
は

使
用

し
な

い
と

の
条

件
も

含
ま

れ
る

。

オ
　

「
条

件
」

に
つ

い
て

は
、

行
政

機
関

等
の

側
か

ら
開

示
し

な
い

と
の

条
件

で
情

報
の

提
供

を
申

し
入

れ
た

場
合

も
、

法
人

等
又

は
事

業
を

営
む

個
人

の
側

か
ら

開
示

し
な

い
と

の
条

件
を

付
す

こ

と
を

申
し

出
た

場
合

も
含

ま
れ

る
が

、
い

ず
れ

の
場

合
も

双
方

の
合

意
に

よ
り

成
立

す
る

も
の

で

あ
る

。
ま

た
、

条
件

を
設

け
る

方
法

と
し

て
は

、
黙

示
的

な
も

の
も

含
ま

れ
る

。

カ
　

「
法

人
等

又
は

個
人

に
お

け
る

通
例

」
と

は
、

当
該

法
人

等
又

は
個

人
の

個
別

具
体

的
な

事
情

で
は

な
く

、
当

該
法

人
等

又
は

個
人

が
属

す
る

業
界

に
お

け
る

通
常

の
取

扱
い

を
意

味
し

、
当

該

法
人

等
又

は
個

人
に

お
い

て
開

示
し

な
い

こ
と

と
し

て
い

る
こ

と
だ

け
で

は
足

り
な

い
。

ロ
　

行
政

機
関

等
の

要
請

を
受

け
て

、
開

示
し

な
い

と
の

条
件

で
任

意
に

提
供

さ
れ

た
も

の
で

あ
っ

て
、

法
人

等
又

は
個

人
に

お
け

る
通

例
と

し
て

開
示

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
も

の
そ

の
他

の
当

該
条

件
を

付
す

る
こ

と
が

当
該

情
報

の
性

質
、

当
時

の
状

況
等

に
照

ら
し

て
合

理
的

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の

第
7
8
条

第
1
項

第
3
号

第
7
8
条

第
1
項

第
3
号

イ
　

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
該

法
人

等
又

は
当

該
個

人
の

権
利

、
競

争
上

の
地

位
そ

の
他

正
当

な
利

益
を

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
も

の

11



キ
　

開
示

し
な

い
と

の
条

件
を

付
す

る
こ

と
の

合
理

性
の

判
断

に
当

た
っ

て
は

、
情

報
の

性
質

に
応

じ
、

当
該

情
報

の
提

供
当

時
の

諸
般

の
事

情
を

考
慮

し
て

判
断

す
る

が
、

必
要

に
応

じ
、

そ
の

後

の
事

情
の

変
化

も
考

慮
す

る
。

開
示

し
な

い
と

の
条

件
が

付
さ

れ
て

い
て

も
、

現
に

当
該

情
報

が

公
に

な
っ

て
い

た
り

、
同

種
の

情
報

が
既

に
開

示
さ

れ
て

い
る

な
ど

の
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

、

法
第

７
８

条
第

１
項

第
３

号
ロ

に
は

該
当

し
な

い
。

4
　

国
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
４

号
）

に
つ

い
て

の
判

断
基

準

　
本

号
は

「
行

政
機

関
の

長
が

第
８

２
条

各
項

の
決

定
…

を
す

る
場

合
に

お
い

て
」

と
規

定
さ

れ

て
い

る
と

こ
ろ

、
「

行
政

機
関

の
長

」
に

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

及
び

地
方

独
立

行
政

法
人

が

含
ま

れ
な

い
こ

と
か

ら
（

法
第

６
３

条
参

照
）

、
千

葉
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

が
本

号
を

適
用

し

て
不

開
示

決
定

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

た
め

、
別

途
、

法
第

７
８

条
第

１
項

第
７

号
イ

に
基

づ

い
て

判
断

を
行

う
こ

と
に

な
る

。

第
7
8
条

第
1
項

第
4
号

四
　

行
政

機
関

の
長

が
第

八
十

二
条

各
項

の
決

定
（

以
下

こ
の

節
に

お
い

て
「

開
示

決
定

等
」

と
い

う
。

）
を

す
る

場
合

に
お

い
て

、
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
国

の
安

全
が

害
さ

れ
る

お
そ

れ
、

他
国

若
し

く
は

国
際

機
関

と
の

信
頼

関
係

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
又

は
他

国
若

し
く

は
国

際
機

関
と

の
交

渉
上

不
利

益
を

被
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
当

該
行

政
機

関
の

長
が

認
め

る
こ

と
に

つ
き

相
当

の
理

由
が

あ
る

情
報

第
8
2
条

（
前

出
）

第
6
3
条

（
不

適
正

な
利

用
の

禁
止

）

　
行

政
機

関
の

長
（

第
二

条
第

八
項

第
四

号
及

び
第

五
号

の
政

令
で

定
め

る
機

関
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
機

関
ご

と
に

政
令

で
定

め
る

者
を

い
う

。
以

下
こ

の
章

及
び

第
百

七
十

四
条

に
お

い
て

同

じ
。

）
、

地
方

公
共

団
体

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
及

び
地

方
独

立
行

政
法

人
（

以
下

こ
の

章
及

び
次

章
に

お
い

て
「

行
政

機
関

の
長

等
」

と
い

う
。

）
は

、
違

法
又

は
不

当
な

行
為

を
助

長
し

、
又

は
誘

発
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
方

法
に

よ
り

個
人

情
報

を
利

用
し

て
は

な
ら

な
い

。

5
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
５

号
）

に
つ

い
て

の
判

断
基

準

（
１

）
　

「
犯

罪
の

予
防

」
と

は
、

犯
罪

の
発

生
を

未
然

に
防

止
す

る
こ

と
を

い
う

。

　
「

犯
罪

の
鎮

圧
」

と
は

、
犯

罪
が

正
に

発
生

し
よ

う
と

す
る

の
を

未
然

に
防

止
し

、
又

は
犯

罪

が
発

生
し

た
後

に
お

い
て

、
そ

の
拡

大
を

防
止

し
、

又
は

終
息

さ
せ

る
こ

と
を

い
う

。

　
「

犯
罪

の
捜

査
」

と
は

、
捜

査
機

関
が

犯
罪

が
あ

る
と

思
料

す
る

と
き

に
、

公
訴

の
提

起
（

検

察
官

が
裁

判
所

に
対

し
、

特
定

の
刑

事
事

件
に

つ
い

て
審

判
を

求
め

る
意

思
表

示
を

す
る

こ
と

を

内
容

と
す

る
訴

訟
行

為
を

い
う

。
）

等
の

た
め

に
犯

人
及

び
証

拠
を

発
見

、
収

集
又

は
保

全
す

る

こ
と

を
い

う
。

（
２

）
「

公
訴

の
維

持
」

と
は

、
提

起
さ

れ
た

公
訴

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

、
終

局
判

決
を

得
る

ま

で
に

検
察

官
が

行
う

公
判

廷
に

お
け

る
主

張
及

び
立

証
、

公
判

準
備

等
の

活
動

を
指

す
。

（
３

）
「

刑
の

執
行

」
と

は
、

刑
法

（
明

治
４

０
年

法
律

第
４

５
号

）
第

１
編

第
２

章
に

規
定

さ
れ

て

い
る

刑
又

は
処

分
を

具
体

的
に

実
施

す
る

こ
と

を
い

う
。

保
護

観
察

、
勾

留
の

執
行

、
保

護
処

分

の
執

行
、

観
護

措
置

の
執

行
、

補
導

処
分

の
執

行
、

監
置

の
執

行
、

過
料

、
訴

訟
費

用
、

費
用

賠

償
及

び
仮

納
付

の
各

裁
判

の
執

行
、

恩
赦

に
つ

い
て

も
、

刑
の

執
行

に
密

接
に

関
連

す
る

も
の

で

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
こ

れ
ら

保
護

観
察

等
に

支
障

を
及

ぼ
し

、
公

共
の

安

全
と

秩
序

の
維

持
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

情
報

は
、

法
第

７
８

条
第

１
項

第
５

号
に

該

当
す

る
。

五
　

行
政

機
関

の
長

又
は

地
方

公
共

団
体

の
機

関
（

都
道

府
県

の
機

関
に

限
る

。
）

が
開

示
決

定
等

を
す

る
場

合
に

お
い

て
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

犯
罪

の
予

防
、

鎮
圧

又
は

捜
査

、
公

訴
の

維

持
、

刑
の

執
行

そ
の

他
の

公
共

の
安

全
と

秩
序

の
維

持
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
当

該
行

政
機

関
の

長
又

は
地

方
公

共
団

体
の

機
関

が
認

め
る

こ
と

に
つ

き
相

当
の

理
由

が
あ

る
情

報

第
7
8
条

第
1
項

第
５

号
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（
４

）
　

「
公

共
の

安
全

と
秩

序
の

維
持

」
と

は
、

犯
罪

の
予

防
、

鎮
圧

又
は

捜
査

、
公

訴
の

維
持

及
び

刑
の

執
行

に
代

表
さ

れ
る

刑
事

法
の

執
行

を
中

心
と

し
た

も
の

を
意

味
す

る
。

刑
事

訴
訟

法
（

昭

和
２

３
年

法
律

第
１

３
１

号
）

以
外

の
特

別
法

に
よ

り
、

臨
検

、
捜

索
、

差
押

え
、

告
発

等
が

規

定
さ

れ
、

犯
罪

の
予

防
・

捜
査

と
も

関
連

し
、

刑
事

司
法

手
続

に
準

ず
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

犯

則
事

件
の

調
査

、
私

的
独

占
の

禁
止

及
び

公
正

取
引

の
確

保
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

２
２

年
法

律

第
５

４
号

）
違

反
の

調
査

等
や

、
犯

罪
の

予
防

・
捜

査
に

密
接

に
関

連
す

る
破

壊
的

団
体

（
無

差

別
大

量
殺

人
行

為
を

行
っ

た
団

体
を

含
む

。
）

の
規

制
、

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
、

つ
き

ま
と

い
等

の
規

制
、

強
制

退
去

手
続

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
開

示
す

る
こ

と
に

よ

り
、

公
共

の
安

全
と

秩
序

の
維

持
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

は
、

法
第

７
８

条
第

１

項
第

５
号

に
該

当
す

る
。

　
ま

た
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

テ
ロ

等
の

人
の

生
命

、
身

体
、

財
産

等
へ

の
不

法
な

侵
害

や
、

特
定

の
建

造
物

又
は

シ
ス

テ
ム

に
対

す
る

不
法

な
侵

入
・

破
壊

を
招

く
お

そ
れ

が
あ

る
な

ど
、

犯
罪

を
誘

発
し

、
又

は
犯

罪
の

実
行

を
容

易
に

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

情
報

及
び

被
疑

者
又

は

被
告

人
の

留
置

又
は

勾
留

に
関

す
る

施
設

保
安

に
支

障
を

生
ず

る
お

そ
れ

の
あ

る
情

報
も

、
法

第

７
８

条
第

１
項

第
５

号
に

該
当

す
る

。

　
一

方
、

一
般

に
公

に
し

て
も

犯
罪

の
予

防
、

鎮
圧

等
に

支
障

が
生

じ
る

お
そ

れ
の

な
い

行
政

警

察
活

動
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
は

、
法

第
７

８
条

第
１

項
第

７
号

の
規

定
に

よ
り

判
断

す
る

。

6
審

議
、

検
討

等
に

関
す

る
情

報
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
６

号
）

に
つ

い
て

の
判

断
基

準

（
１

）
　

「
国

の
機

関
」

と
は

、
国

会
、

内
閣

、
裁

判
所

及
び

会
計

検
査

院
並

び
に

こ
れ

ら
に

属
す

る
機

関
を

指
し

、
「

内
部

又
は

相
互

間
に

お
け

る
審

議
、

検
討

又
は

協
議

に
関

す
る

情
報

」
と

は
、

こ

れ
ら

の
国

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
、

地
方

公
共

団
体

及
び

地
方

独
立

行
政

法
人

（
以

下
「

国

の
機

関
等

」
と

い
う

。
）

の
事

務
及

び
事

業
に

つ
い

て
意

思
決

定
が

行
わ

れ
る

場
合

に
、

そ
の

決

定
に

至
る

ま
で

の
過

程
の

各
段

階
に

お
い

て
行

わ
れ

て
い

る
、

例
え

ば
、

具
体

的
な

意
思

決
定

の

前
段

階
と

し
て

の
政

策
等

の
選

択
肢

に
関

す
る

自
由

討
議

の
よ

う
な

も
の

か
ら

、
一

定
の

責
任

者

の
段

階
で

の
意

思
統

一
を

図
る

た
め

の
協

議
や

打
合

せ
、

決
裁

を
前

提
と

し
た

説
明

や
検

討
、

審

議
会

等
又

は
県

の
機

関
等

が
開

催
す

る
有

識
者

等
を

交
え

た
研

究
会

等
に

お
け

る
審

議
や

検
討

な

ど
、

様
々

な
審

議
、

検
討

及
び

協
議

に
関

連
し

て
作

成
さ

れ
、

又
は

取
得

さ
れ

た
情

報
を

指
す

。

（
２

）
　

「
率

直
な

意
見

の
交

換
若

し
く

は
意

思
決

定
の

中
立

性
が

不
当

に
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
」

と

は
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

外
部

か
ら

の
圧

力
、

干
渉

等
の

影
響

を
受

け
る

こ
と

な
ど

に
よ

り
、

率
直

な
意

見
の

交
換

若
し

く
は

意
思

決
定

の
中

立
性

が
不

当
に

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

を
い

い
、

適
正

な
意

思
決

定
手

続
の

確
保

を
保

護
利

益
と

す
る

も
の

で
あ

る
。

六
　

国
の

機
関

、
独

立
行

政
法

人
等

、
地

方
公

共
団

体
及

び
地

方
独

立
行

政
法

人
の

内
部

又
は

相
互

間
に

お
け

る
審

議
、

検
討

又
は

協
議

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
率

直
な

意
見

の
交

換
若

し
く

は
意

思
決

定
の

中
立

性
が

不
当

に
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
、

不
当

に
国

民
の

間
に

混
乱

を
生

じ
さ

せ
る

お
そ

れ
又

は
特

定
の

者
に

不
当

に
利

益
を

与
え

若
し

く
は

不
利

益
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
も

の

第
7
8
条

第
1
項

第
６

号
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（
３

）
　

「
不

当
に

国
民

の
間

に
混

乱
を

生
じ

さ
せ

る
お

そ
れ

」
と

は
、

未
成

熟
な

情
報

や
事

実
関

係
の

確
認

が
不

十
分

な
情

報
等

を
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
誤

解
や

憶
測

を
招

き
、

不
当

に
国

民
の

間

に
混

乱
を

生
じ

さ
せ

る
お

そ
れ

を
い

う
。

適
正

な
意

思
決

定
を

行
う

こ
と

そ
の

も
の

を
保

護
す

る

の
で

は
な

く
、

情
報

が
開

示
さ

れ
る

こ
と

に
よ

る
国

民
へ

の
不

当
な

影
響

が
生

じ
な

い
よ

う
に

す

る
趣

旨
で

あ
る

。

（
４

）
　

「
特

定
の

者
に

不
当

に
利

益
を

与
え

若
し

く
は

不
利

益
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

」
と

は
、

尚
早

な
時

期
に

、
あ

る
い

は
事

実
関

係
の

確
認

が
不

十
分

な
ま

ま
で

情
報

を
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
不

正

な
投

機
を

助
長

す
る

な
ど

し
て

、
特

定
の

者
に

不
当

に
利

益
を

与
え

又
は

不
利

益
を

及
ぼ

す
お

そ

れ
を

い
い

、
事

務
及

び
事

業
の

公
正

な
遂

行
を

図
る

と
と

も
に

、
国

民
へ

の
不

当
な

影
響

が
生

じ

な
い

よ
う

に
す

る
趣

旨
で

あ
る

。

（
５

）
　

「
不

当
に

」
と

は
、

審
議

、
検

討
等

途
中

の
段

階
の

情
報

を
開

示
す

る
こ

と
の

必
要

性
を

考
慮

し
て

も
な

お
、

適
正

な
意

思
決

定
の

確
保

等
へ

の
支

障
が

看
過

し
得

な
い

程
度

の
も

の
を

意
味

す

る
。

予
想

さ
れ

る
支

障
が

「
不

当
」

な
も

の
か

ど
う

か
の

判
断

は
、

当
該

情
報

の
性

質
に

照
ら

し
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

る
利

益
と

不
開

示
に

す
る

こ
と

に
よ

る
利

益
と

を
比

較
衡

量
し

た
上

で

判
断

す
る

。

（
６

）
　

審
議

、
検

討
等

に
関

す
る

情
報

に
つ

い
て

は
、

国
の

機
関

等
と

し
て

の
意

思
決

定
が

行
わ

れ
た

後
は

、
一

般
的

に
は

、
当

該
意

思
決

定
そ

の
も

の
に

影
響

が
及

ぶ
こ

と
は

な
く

な
る

こ
と

か
ら

、

法
第

７
８

条
第

１
項

第
６

号
の

不
開

示
情

報
に

該
当

す
る

場
合

は
少

な
く

な
る

も
の

と
考

え
ら

れ

る
。

　
た

だ
し

、
当

該
意

思
決

定
が

政
策

決
定

の
一

部
の

構
成

要
素

で
あ

る
場

合
、

当
該

意
思

決
定

を

前
提

と
し

て
次

の
意

思
決

定
が

行
わ

れ
る

場
合

等
審

議
、

検
討

等
の

過
程

が
重

層
的

又
は

連
続

的

な
場

合
に

は
、

当
該

意
思

決
定

が
行

わ
れ

た
後

で
あ

っ
て

も
、

政
策

全
体

の
意

思
決

定
又

は
次

の

意
思

決
定

に
関

し
て

法
第

７
８

条
第

１
項

第
６

号
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

判
断

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
ま

た
、

意
思

決
定

が
行

わ
れ

た
後

で
あ

っ
て

も
、

審
議

、
検

討
等

に
関

す
る

情
報

が
開

示
さ

れ

る
こ

と
に

よ
り

、
国

民
の

間
に

混
乱

を
生

じ
さ

せ
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

、
将

来
予

定
さ

れ
て

い

る
同

種
の

審
議

、
検

討
等

に
係

る
意

思
決

定
に

不
当

な
影

響
を

与
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

、

法
第

７
８

条
第

１
項

第
６

号
に

該
当

す
る

。

7
事

務
又

は
事

業
に

関
す

る
情

報
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
７

号
）

に
つ

い
て

の
判

断
基

準

（
１

）
　

「
次

に
掲

げ
る

お
そ

れ
そ

の
他

当
該

事
務

又
は

事
業

の
性

質
上

、
当

該
事

務
又

は
事

業
の

適
正

な
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

」
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
７

号
本

文
）

ア
　

「
当

該
事

務
又

は
事

業
の

性
質

上
」

と
は

、
当

該
事

務
又

は
事

業
の

本
質

的
な

性
格

、
具

体
的

に
は

、
当

該
事

務
又

は
事

業
の

目
的

、
そ

の
目

的
達

成
の

た
め

の
手

法
等

に
照

ら
し

て
、

そ
の

適

正
な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
る

と
の

趣
旨

で
あ

る
。

七
　

国
の

機
関

、
独

立
行

政
法

人
等

、
地

方
公

共
団

体
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
が

行
う

事
務

又
は

事
業

に
関

す
る

情
報

で
あ

っ
て

、
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
次

に
掲

げ
る

お
そ

れ
そ

の
他

当
該

事
務

又
は

事
業

の
性

質
上

、
当

該
事

務
又

は
事

業
の

適
正

な
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

第
7
8
条

第
1
項

第
７

号
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イ
　

「
適

正
な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

」
と

は
、

恣
意

的
判

断
を

許
容

す
る

趣
旨

で
は

な

く
、

各
規

定
の

要
件

の
該

当
性

は
客

観
的

に
判

断
さ

れ
る

必
要

が
あ

り
、

ま
た

、
事

務
又

は
事

業

の
根

拠
と

な
る

規
定

・
趣

旨
に

照
ら

し
、

個
人

の
権

利
利

益
を

保
護

す
る

観
点

か
ら

の
開

示
の

必

要
性

等
の

種
々

の
利

益
を

衡
量

し
た

上
で

の
「

適
正

な
遂

行
」

と
い

え
る

も
の

で
あ

る
こ

と
が

求

め
ら

れ
る

。

ウ
　

「
支

障
」

の
程

度
は

名
目

的
な

も
の

で
は

足
り

ず
実

質
的

な
も

の
が

要
求

さ
れ

、
「

お
そ

れ
」

の
程

度
も

単
な

る
可

能
性

で
は

な
く

、
法

的
保

護
に

値
す

る
蓋

然
性

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

ど

う
か

に
よ

り
判

断
す

る
。

（
２

）
　

「
監

査
、

検
査

、
取

締
り

、
試

験
、

又
は

租
税

の
賦

課
若

し
く

は
徴

収
に

係
る

事
務

に
関

し
、

正
確

な
事

実
の

把
握

を
困

難
に

す
る

お
そ

れ
又

は
違

法
若

し
く

は
不

当
な

行
為

を
容

易
に

し
、

若

し
く

は
そ

の
発

見
を

困
難

に
す

る
お

そ
れ

」
（

法
第

７
８

条
第

１
項

第
７

号
ハ

）

第
7
8
条

第
1
項

第
７

号

ア
　

「
監

査
」

（
主

と
し

て
監

察
的

見
地

か
ら

、
事

務
又

は
事

業
の

執
行

又
は

財
産

の
状

況
の

正
否

を
調

べ
る

こ
と

。
）

、
「

検
査

」
（

法
令

の
執

行
確

保
、

会
計

経
理

の
適

正
確

保
、

物
資

の
規

格
、

等
級

の
証

明
等

の
た

め
に

帳
簿

書
類

そ
の

他
の

物
件

等
を

調
べ

る
こ

と
。

）
、

「
取

締
り

」

（
行

政
上

の
目

的
に

よ
る

一
定

の
行

為
の

禁
止

又
は

制
限

に
つ

い
て

適
法

又
は

適
正

な
状

態
を

確

保
す

る
こ

と
。

）
、

「
試

験
」

（
人

の
知

識
、

能
力

等
又

は
物

の
性

能
等

を
試

す
こ

と
。

）
及

び

「
租

税
の

賦
課

若
し

く
は

徴
収

」
（

国
又

は
地

方
公

共
団

体
が

、
公

租
公

課
を

特
定

の
人

に
割

り

当
て

て
負

担
さ

せ
る

こ
と

又
は

租
税

そ
の

他
の

収
入

金
を

取
る

こ
と

。
）

に
係

る
事

務
は

、
い

ず

れ
も

事
実

を
正

確
に

把
握

し
、

そ
の

事
実

に
基

づ
い

て
評

価
又

は
判

断
を

加
え

て
、

一
定

の
決

定

を
伴

う
こ

と
が

あ
る

も
の

で
あ

る
。

イ
　

こ
れ

ら
の

事
務

に
関

す
る

情
報

の
中

に
は

、
例

え
ば

、
監

査
等

の
対

象
、

実
施

時
期

、
調

査
事

項
等

の
詳

細
な

情
報

、
試

験
問

題
等

の
よ

う
に

、
事

前
に

開
示

す
る

と
、

適
正

か
つ

公
正

な
評

価

又
は

判
断

の
前

提
と

な
る

事
実

の
把

握
が

困
難

と
な

っ
た

り
、

行
政

客
体

に
お

け
る

法
令

違
反

行

為
又

は
法

令
違

反
に

至
ら

な
い

ま
で

も
妥

当
性

を
欠

く
行

為
を

助
長

し
た

り
、

巧
妙

に
行

う
こ

と

に
よ

り
隠

蔽
を

す
る

な
ど

の
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
が

あ
り

、
こ

の
よ

う
な

情
報

は
不

開
示

と
す

る
。

ま
た

、
事

後
で

あ
っ

て
も

、
例

え
ば

、
監

査
内

容
等

の
詳

細
に

つ
い

て
こ

れ
を

開
示

す
る

と

今
後

の
法

規
制

を
免

れ
る

方
法

を
示

唆
す

る
こ

と
に

な
る

よ
う

な
も

の
は

、
法

第
７

８
条

第
１

項

第
７

号
ハ

に
該

当
す

る
。

（
3
）

　
「

契
約

、
交

渉
又

は
争

訟
に

係
る

事
務

に
関

し
、

国
、

独
立

行
政

法
人

等
、

地
方

公
共

団
体

又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
の

財
産

上
の

利
益

又
は

当
事

者
と

し
て

の
地

位
を

不
当

に
害

す
る

お
そ

れ
」

（
法

第
７

８
条

第
１

項
第

７
号

ニ
）

　
国

の
機

関
等

が
一

方
の

当
事

者
と

な
る

契
約

、
交

渉
又

は
争

訟
に

係
る

事
務

に
関

す
る

情
報

の

中
に

は
、

例
え

ば
、

用
地

取
得

等
の

交
渉

方
針

や
用

地
買

収
計

画
案

を
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、

適
正

な
額

で
の

契
約

が
困

難
に

な
り

財
産

上
の

利
益

が
損

な
わ

れ
た

り
、

交
渉

、
争

訟
等

の
対

処

方
針

等
を

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
事

者
と

し
て

認
め

ら
れ

る
べ

き
地

位
を

不
当

に
害

す
る

お

そ
れ

が
あ

る
も

の
が

あ
り

、
こ

の
よ

う
な

情
報

は
不

開
示

と
す

る
。

第
7
8
条

第
1
項

第
７

号

ニ
契

約
、

交
渉

又
は

争
訟

に
係

る
事

務
に

関
し

、
国

、
独

立
行

政
法

人
等

、
地

方
公

共
団

体
又

は

地
方

独
立

行
政

法
人

の
財

産
上

の
利

益
又

は
当

事
者

と
し

て
の

地
位

を
不

当
に

害
す

る
お

そ
れ

ハ
　

監
査

、
検

査
、

取
締

り
、

試
験

又
は

租
税

の
賦

課
若

し
く

は
徴

収
に

係
る

事
務

に
関

し
、

正
確

な
事

実
の

把
握

を
困

難
に

す
る

お
そ

れ
又

は
違

法
若

し
く

は
不

当
な

行
為

を
容

易
に

し
、

若
し

く
は

そ
の

発
見

を
困

難
に

す
る

お
そ

れ
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（
4
）

　
「

調
査

研
究

に
係

る
事

務
に

関
し

、
そ

の
公

正
か

つ
能

率
的

な
遂

行
を

不
当

に
阻

害
す

る
お

そ

れ
」

（
法

第
７

８
条

第
１

項
第

７
号

ホ
）

　
国

の
機

関
等

が
行

う
調

査
研

究
に

係
る

事
務

に
関

す
る

情
報

の
中

に
は

、
例

え
ば

、
①

知
的

所

有
権

に
関

す
る

情
報

、
調

査
研

究
の

途
中

段
階

の
情

報
等

で
あ

っ
て

、
一

定
の

期
日

以
前

に
開

示

す
る

こ
と

に
よ

り
成

果
を

適
正

に
広

く
国

民
に

提
供

す
る

目
的

を
損

ね
、

特
定

の
者

に
不

当
な

利

益
や

不
利

益
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
、

②
試

行
錯

誤
の

段
階

の
情

報
に

つ
い

て
開

示
す

る

こ
と

に
よ

り
、

自
由

な
発

想
、

創
意

工
夫

や
研

究
意

欲
が

不
当

に
妨

げ
ら

れ
、

減
退

す
る

な
ど

、

能
率

的
な

遂
行

を
不

当
に

阻
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

が
あ

り
、

こ
の

よ
う

な
情

報
は

不
開

示

と
す

る
。

第
7
8
条

第
1
項

第
７

号

ホ
　

調
査

研
究

に
係

る
事

務
に

関
し

、
そ

の
公

正
か

つ
能

率
的

な
遂

行
を

不
当

に
阻

害
す

る
お

そ
れ

（
5
）

　
「

人
事

管
理

に
係

る
事

務
に

関
し

、
公

正
か

つ
円

滑
な

人
事

の
確

保
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
」

（
法

第
７

８
条

第
１

項
第

７
号

ヘ
）

　
国

の
機

関
等

が
行

う
人

事
管

理
（

職
員

の
任

免
、

懲
戒

、
給

与
、

研
修

そ
の

他
職

員
の

身
分

、

能
力

等
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
）

に
係

る
事

務
は

、
当

該
機

関
の

組
織

と
し

て
の

維
持

の
観

点

か
ら

行
わ

れ
、

一
定

の
範

囲
で

当
該

組
織

の
自

律
性

を
有

す
る

も
の

で
あ

る
。

人
事

管
理

に
係

る

事
務

に
関

す
る

情
報

の
中

に
は

、
例

え
ば

、
勤

務
評

価
や

、
人

事
異

動
、

昇
格

等
の

人
事

構
想

等

を
開

示
す

る
こ

と
に

よ
り

、
公

正
か

つ
円

滑
な

人
事

の
確

保
が

困
難

に
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
も

の

が
あ

り
、

こ
の

よ
う

な
情

報
は

不
開

示
と

す
る

。

第
7
8
条

第
1
項

第
７

号

ヘ
　

人
事

管
理

に
係

る
事

務
に

関
し

、
公

正
か

つ
円

滑
な

人
事

の
確

保
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ

（
6
）

　
「

独
立

行
政

法
人

等
、

地
方

公
共

団
体

が
経

営
す

る
企

業
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
に

係
る

事

業
に

関
し

、
そ

の
企

業
経

営
上

の
正

当
な

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
」

（
法

第
７

８
条

第
１

項
第

７

号
ト

）

　
独

立
行

政
法

人
等

、
地

方
公

共
団

体
が

経
営

す
る

企
業

又
は

地
方

独
立

行
政

法
人

に
係

る
事

業

に
関

連
す

る
情

報
に

つ
い

て
は

、
企

業
経

営
と

い
う

事
業

の
性

質
上

、
企

業
経

営
上

の
正

当
な

利

益
を

保
護

す
る

必
要

が
あ

り
、

こ
れ

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

も
の

は
不

開
示

と
す

る
。

た
だ

し
、

正
当

な
利

益
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

経
営

主
体

、
事

業
の

性
格

、
内

容
等

に
応

じ
て

判
断

す

る
必

要
が

あ
り

、
そ

の
範

囲
は

、
法

第
７

８
条

第
１

項
第

３
号

の
法

人
等

の
場

合
と

は
当

然
異

な

り
、

よ
り

狭
い

も
の

と
な

る
場

合
が

あ
り

得
る

こ
と

に
留

意
す

る
。

第
7
8
条

第
1
項

第
７

号

ト
　

独
立

行
政

法
人

等
、

地
方

公
共

団
体

が
経

営
す

る
企

業
又

は
地

方
独

立
行

政
法

人
に

係
る

事
業

に
関

し
、

そ
の

企
業

経
営

上
の

正
当

な
利

益
を

害
す

る
お

そ
れ

第
４

部
分

開
示

に
関

す
る

判
断

基
準

　
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
法

第
７

９
条

に
基

づ
き

部
分

開
示

を
す

べ
き

場

合
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
は

、
以

下
の

基
準

に
よ

り
行

う
。

1
「

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
に

不
開

示
情

報
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

」
と

は
、

開
示

請
求

に
つ

い
て

審
査

し
た

結
果

、
開

示
請

求
に

係
る

個
人

情
報

に
、

不
開

示
情

報
に

該
当

す
る

情
報

が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

を
い

う
。

　
法

第
７

８
条

第
１

項
で

は
、

保
有

個
人

情
報

に
全

く
不

開
示

情
報

が
含

ま
れ

て
い

な
い

場
合

の

開
示

義
務

が
定

め
ら

れ
て

い
る

が
、

法
第

７
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
開

示
請

求
に

係
る

保

有
個

人
情

報
に

不
開

示
情

報
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
、

部
分

的
に

開
示

で
き

る
か

否
か

の
判

断

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
7
8
条

第
1
項

（
前

出
）

第
7
9
条

第
１

項

（
部

分
開

示
）

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
に

不
開

示
情

報
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、
不

開
示

情
報

に
該

当
す

る
部

分
を

容
易

に
区

分
し

て
除

く
こ

と
が

で
き

る
と

き
は

、
開

示
請

求
者

に
対

し
、

当
該

部
分

を
除

い
た

部
分

に
つ

き
開

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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2
「

容
易

に
区

分
し

て
除

く
こ

と
が

で
き

る
と

き
」

（
１

）
　

当
該

保
有

個
人

情
報

の
ど

の
部

分
が

不
開

示
情

報
に

該
当

す
る

か
と

い
う

区
分

け
が

困
難

な
場

合
だ

け
で

な
く

、
区

分
け

は
容

易
で

あ
る

が
そ

の
部

分
の

分
離

が
技

術
的

に
困

難
な

場
合

も
部

分

開
示

を
行

う
義

務
は

な
い

。

　
「

区
分

」
と

は
、

不
開

示
情

報
に

該
当

す
る

部
分

と
そ

れ
以

外
の

部
分

と
を

概
念

上
区

分
け

す

る
こ

と
を

意
味

し
、

「
除

く
」

と
は

、
不

開
示

情
報

に
該

当
す

る
部

分
を

、
当

該
部

分
の

内
容

が

分
か

ら
な

い
よ

う
に

墨
塗

り
、

被
覆

等
を

行
う

な
ど

、
加

工
す

る
こ

と
に

よ
り

、
情

報
の

内
容

を

消
滅

さ
せ

る
こ

と
を

い
う

。

（
２

）
　

保
有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

る
不

開
示

情
報

を
除

く
こ

と
は

、
当

該
保

有
個

人
情

報
が

文
書

に
記

録
さ

れ
て

い
る

場
合

、
文

書
の

複
写

物
に

墨
を

塗
り

再
複

写
す

る
な

ど
し

て
行

う
こ

と
が

で
き

、

一
般

的
に

は
容

易
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。

　
一

方
、

録
音

テ
ー

プ
、

ビ
デ

オ
テ

ー
プ

、
磁

気
デ

ィ
ス

ク
等

に
記

録
さ

れ
た

保
有

個
人

情
報

に

つ
い

て
は

、
区

分
し

て
除

く
こ

と
の

容
易

性
が

問
題

と
な

る
。

例
え

ば
、

複
数

の
人

の
発

言
が

同

時
に

録
音

さ
れ

て
い

る
が

そ
の

う
ち

の
一

人
か

ら
開

示
請

求
が

あ
っ

た
場

合
や

、
録

画
さ

れ
て

い

る
映

像
中

に
開

示
請

求
者

以
外

の
者

が
映

っ
て

い
る

場
合

な
ど

が
あ

り
得

る
。

こ
の

よ
う

な
場

合

に
は

、
不

開
示

情
報

を
容

易
に

区
分

し
て

除
く

こ
と

が
で

き
る

範
囲

で
、

開
示

す
べ

き
部

分
を

決

定
す

る
。

　
な

お
、

電
磁

的
記

録
に

記
録

さ
れ

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
紙

に
出

力
し

た
上

で
、

不

開
示

情
報

を
区

分
し

て
除

い
て

開
示

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。
電

磁
的

記
録

を
そ

の
ま

ま
開

示

す
る

こ
と

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

不
開

示
情

報
の

部
分

の
み

を
削

除
す

る
こ

と
の

技
術

的
可

能

性
等

を
総

合
的

に
判

断
す

る
必

要
が

あ
る

。
既

存
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

は
行

え
な

い
場

合
は

、
「

容

易
に

区
分

し
て

除
く

こ
と

が
で

き
る

と
き

」
に

該
当

し
な

い
。

3
　

「
当

該
部

分
を

除
い

た
部

分
に

つ
き

開
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
は

、
義

務
的

に
開

示
す

べ
き

範
囲

を
定

め
る

趣
旨

で
あ

る
。

な
お

、
部

分
開

示
の

実
施

に
当

た
り

、
具

体
的

な
記

述
を

ど

の
よ

う
に

削
除

す
る

か
に

つ
い

て
は

、
法

の
目

的
に

沿
っ

た
合

目
的

的
な

裁
量

に
委

ね
ら

れ
て

い

る
。

す
な

わ
ち

、
不

開
示

情
報

の
記

録
部

分
の

全
体

を
完

全
に

黒
く

塗
る

か
、

文
字

が
判

読
で

き

な
い

程
度

に
被

覆
す

る
か

、
当

該
記

録
中

の
主

要
な

部
分

だ
け

塗
り

潰
す

か
な

ど
の

方
法

の
選

択

は
、

不
開

示
情

報
を

開
示

し
た

結
果

と
な

ら
な

い
範

囲
内

に
お

い
て

、
当

該
方

法
を

講
ず

る
こ

と

の
容

易
さ

等
を

考
慮

し
て

判
断

す
る

こ
と

と
な

る
。

そ
の

結
果

、
観

念
的

に
は

一
ま

と
ま

り
の

不

開
示

情
報

を
構

成
す

る
一

部
が

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

と
し

て
も

、
実

質
的

に
不

開
示

情
報

が

開
示

さ
れ

た
と

認
め

ら
れ

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

不
開

示
義

務
に

反
す

る
も

の
で

は
な

い
。
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4
　

開
示

請
求

者
以

外
の

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

情
報

又
は

個
人

識
別

符
号

が
含

ま
れ

る
情

報
が

記
録

さ
れ

て
い

る
場

合
に

つ
い

て
（

法
第

７
９

条
第

２
項

）

第
7
9
条

第
２

項

２
　

開
示

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
に

前
条

第
一

項
第

二
号

の
情

報
（

開
示

請
求

者
以

外
の

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

に
限

る
。

）
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
情

報
の

う
ち

、
氏

名
、

生
年

月
日

そ
の

他
の

開
示

請
求

者
以

外
の

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
記

述
等

及
び

個
人

識
別

符
号

の
部

分
を

除
く

こ
と

に
よ

り
、

開
示

し
て

も
、

開
示

請
求

者
以

外
の

個
人

の
権

利
利

益
が

害
さ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

当
該

部
分

を
除

い
た

部
分

は
、

同
号

の
情

報
に

含
ま

れ
な

い
も

の
と

み
な

し
て

、
前

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

（
１

）
　

開
示

請
求

者
以

外
の

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

こ
と

が
で

き
る

情
報

又
は

個
人

識
別

符
号

が
含

ま
れ

る
情

報
に

つ
い

て
、

氏
名

、
生

年
月

日
そ

の
他

の
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
こ

と
が

で
き

る

こ
と

と
な

る
記

述
等

及
び

個
人

識
別

符
号

の
部

分
を

除
く

こ
と

に
よ

り
、

残
り

の
部

分
を

開
示

し

て
も

開
示

請
求

者
以

外
の

個
人

の
権

利
利

益
の

保
護

の
観

点
か

ら
支

障
が

生
じ

な
い

と
認

め
ら

れ

る
と

き
は

、
当

該
残

り
の

部
分

に
つ

い
て

は
、

法
第

７
８

条
第

１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

不
開

示

情
報

に
は

該
当

し
な

い
も

の
と

し
て

取
り

扱
う

。
し

た
が

っ
て

、
当

該
部

分
は

、
他

の
不

開
示

情

報
の

規
定

に
該

当
し

な
い

限
り

、
法

第
７

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
開

示
す

る
こ

と
に

な
る

。

　
た

だ
し

、
法

第
７

９
条

第
１

項
の

規
定

を
適

用
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

容
易

に
区

分
し

て
除

く

こ
と

が
で

き
る

か
ど

う
か

が
要

件
と

な
る

の
で

、
個

人
を

識
別

さ
せ

る
要

素
と

そ
れ

以
外

の
部

分

と
を

容
易

に
区

分
し

て
除

く
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

は
、

当
該

個
人

に
関

す
る

情
報

は
全

体
と

し

て
不

開
示

と
す

る
。

（
２

）
　

開
示

請
求

者
以

外
の

特
定

の
個

人
を

識
別

さ
せ

る
要

素
を

除
去

し
誰

の
情

報
で

あ
る

か
が

分
か

ら
な

く
な

っ
て

も
、

開
示

す
る

こ
と

が
不

適
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
も

あ
る

こ
と

に
留

意

す
る

。
例

え
ば

、
作

文
な

ど
の

個
人

の
人

格
と

密
接

に
関

連
す

る
情

報
や

、
個

人
の

未
公

表
の

論

文
等

開
示

す
る

と
個

人
の

権
利

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

も
の

は
不

開
示

と
す

る
。

第
５

保
有

個
人

情
報

の
存

否
に

関
す

る
情

報
に

関
す

る
判

断
基

準

　
開

示
請

求
に

対
し

、
保

有
個

人
情

報
の

存
否

を
明

ら
か

に
し

な
い

で
当

該
開

示
請

求
を

拒
否

す

べ
き

場
合

（
法

第
８

１
条

）
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

の
判

断
は

、
以

下
の

基
準

に
よ

り
行

う
。

第
8
1
条

1
　

「
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

が
存

在
し

て
い

る
か

否
か

を
答

え
る

だ
け

で
、

不
開

示
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

と
な

る
と

き
」

と
は

、
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

が
実

際
に

あ
る

か

な
い

か
に

か
か

わ
ら

ず
、

開
示

請
求

さ
れ

た
保

有
個

人
情

報
の

存
否

に
つ

い
て

回
答

す
れ

ば
、

開

示
請

求
に

含
ま

れ
る

情
報

が
結

合
す

る
こ

と
に

よ
り

、
実

質
的

に
不

開
示

情
報

を
開

示
す

る
こ

と

と
な

る
場

合
を

い
う

。
例

え
ば

、
本

人
以

外
の

者
が

行
っ

た
行

政
相

談
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
、

本
人

か
ら

開
示

請
求

が
あ

っ
た

場
合

等
が

考
え

ら
れ

る
。

（
保

有
個

人
情

報
の

存
否

に
関

す
る

情
報

）

　
開

示
請

求
に

対
し

、
当

該
開

示
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

が
存

在
し

て
い

る
か

否
か

を
答

え
る

だ
け

で
、

不
開

示
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

と
な

る
と

き
は

、
行

政
機

関
の

長
等

は
、

当
該

保
有

個
人

情
報

の
存

否
を

明
ら

か
に

し
な

い
で

、
当

該
開

示
請

求
を

拒
否

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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2
　

当
該

保
有

個
人

情
報

の
存

否
を

明
ら

か
に

し
な

い
で

、
当

該
開

示
請

求
を

拒
否

す
る

場
合

に
行

政
手

続
法

第
８

条
に

基
づ

き
示

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
処

分
の

理
由

に
つ

い
て

は
、

当
該

情
報

の

性
質

、
内

容
、

開
示

請
求

書
の

記
載

内
容

等
を

踏
ま

え
、

請
求

の
あ

っ
た

保
有

個
人

情
報

の
存

否

を
答

え
る

こ
と

に
よ

り
、

ど
の

よ
う

な
不

開
示

情
報

を
開

示
す

る
こ

と
に

な
る

か
ど

う
か

を
で

き

る
限

り
具

体
的

に
提

示
す

る
。

　
ま

た
、

存
否

を
明

ら
か

に
し

な
い

で
拒

否
す

る
こ

と
が

必
要

な
類

型
の

情
報

に
つ

い
て

は
、

常

に
存

否
を

明
ら

か
に

し
な

い
で

拒
否

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
６

訂
正

決
定

等
の

審
査

基
準

　
法

第
９

３
条

の
規

定
に

基
づ

く
訂

正
を

す
る

旨
又

は
訂

正
を

し
な

い
旨

の
決

定
は

、
以

下
に

よ

り
行

う
。

第
9
3
条

第
１

項

（
訂

正
請

求
に

対
す

る
措

置
）

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

訂
正

を
す

る
と

き
は

、
そ

の
旨

の
決

定
を

し
、

訂
正

請
求

者
に

対
し

、
そ

の
旨

を
書

面
に

よ
り

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

1
　

訂
正

請
求

の
対

象
は

、
「

事
実

」
と

し
、

評
価

・
判

断
に

は
及

ば
な

い
も

の
と

す
る

。

　
た

だ
し

、
評

価
し

た
行

為
の

有
無

、
評

価
に

用
い

ら
れ

た
デ

ー
タ

等
は

事
実

に
該

当
す

る
。

2
　

訂
正

を
す

る
旨

の
決

定
（

法
第

９
３

条
第

１
項

）
は

、
調

査
等

の
結

果
、

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
が

事
実

で
な

い
こ

と
が

判
明

し
、

当
該

請
求

に
理

由
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
行

う
。

　
こ

の
場

合
の

訂
正

は
、

当
該

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な

範
囲

内
で

行
う

。

　
な

お
、

請
求

内
容

に
理

由
が

あ
る

か
ど

う
か

を
判

断
す

る
た

め
に

行
う

調
査

は
、

保
有

個
人

情

報
の

利
用

目
的

の
達

成
の

範
囲

内
で

行
え

ば
足

り
、

訂
正

を
す

る
こ

と
が

利
用

目
的

の
達

成
に

必

要
で

な
い

こ
と

が
明

ら
か

な
場

合
は

、
特

段
の

調
査

を
行

う
必

要
は

な
い

。
具

体
例

と
し

て
は

、

過
去

の
事

実
を

記
録

す
る

こ
と

が
利

用
目

的
で

あ
る

も
の

に
つ

い
て

現
在

の
事

実
に

基
づ

い
て

訂

正
す

る
こ

と
を

請
求

す
る

よ
う

な
場

合
が

考
え

ら
れ

る
。

3
　

訂
正

し
な

い
旨

の
決

定
（

法
第

９
３

条
第

２
項

）
は

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
行

う
。

第
9
3
条

第
２

項

２
　

行
政

機
関

の
長

等
は

、
訂

正
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
を

し
な

い
と

き
は

、
そ

の
旨

の
決

定
を

し
、

訂
正

請
求

者
に

対
し

、
そ

の
旨

を
書

面
に

よ
り

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
１

）
　

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
に

関
し

て
法

以
外

の
法

律
又

は
当

該
法

律
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

に
よ

り
特

別
の

手
続

が
定

め
ら

れ
て

い
る

場
合

行
政

手
続

法

（
理

由
の

提
示

）

第
八

条
　

行
政

庁
は

、
申

請
に

よ
り

求
め

ら
れ

た
許

認
可

等
を

拒
否

す
る

処
分

を
す

る
場

合
は

、
申

請
者

に
対

し
、

同
時

に
、

当
該

処
分

の
理

由
を

示
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
法

令
に

定
め

ら
れ

た
許

認
可

等
の

要
件

又
は

公
に

さ
れ

た
審

査
基

準
が

数
量

的
指

標
そ

の
他

の
客

観
的

指
標

に
よ

り
明

確
に

定
め

ら
れ

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

申
請

が
こ

れ
ら

に
適

合
し

な
い

こ
と

が
申

請
書

の
記

載
又

は
添

付
書

類
そ

の
他

の
申

請
の

内
容

か
ら

明
ら

か
で

あ
る

と
き

は
、

申
請

者
の

求
め

が
あ

っ
た

と
き

に
こ

れ
を

示
せ

ば
足

り
る

。
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（
２

）
　

法
第

９
０

条
第

１
項

各
号

に
規

定
す

る
保

有
個

人
情

報
に

係
る

訂
正

請
求

で
な

い
場

合
第

9
0
条

第
1
項

（
訂

正
請

求
権

）

　
何

人
も

、
自

己
を

本
人

と
す

る
保

有
個

人
情

報
（

次
に

掲
げ

る
も

の
に

限
る

。
第

九
十

八
条

第
一

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

内
容

が
事

実
で

な
い

と
思

料
す

る
と

き
は

、
こ

の
法

律
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

保
有

個
人

情
報

を
保

有
す

る
行

政
機

関
の

長
等

に
対

し
、

当
該

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
（

追
加

又
は

削
除

を
含

む
。

以
下

こ
の

節
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
当

該
保

有
個

人
情

報
の

訂
正

に
関

し
て

他
の

法
令

の
規

定
に

よ
り

特
別

の
手

続
が

定
め

ら
れ

て
い

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

一
　

開
示

決
定

に
基

づ
き

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

二
　

開
示

決
定

に
係

る
保

有
個

人
情

報
で

あ
っ

て
、

第
八

十
八

条
第

一
項

の
他

の
法

令
の

規
定

に
よ

り
開

示
を

受
け

た
も

の

（
３

）
　

訂
正

請
求

書
に

法
９

１
条

第
１

項
各

号
に

規
定

す
る

事
項

の
記

載
の

不
備

が
あ

る
場

合
又

は
同

条
第

２
項

に
規

定
す

る
訂

正
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
本

人
で

あ
る

こ
と

（
代

理
人

に
よ

る

訂
正

請
求

に
あ

っ
て

は
、

当
該

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

本
人

の
代

理
人

で
あ

る
こ

と
）

を
示

す
書

類
に

不
備

が
あ

る
場

合
。

た
だ

し
、

当
該

不
備

を
補

正
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

原
則

と
し

て
、

訂
正

請
求

者
に

補
正

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。

第
9
1
条

第
1
項

（
訂

正
請

求
の

手
続

）

　
訂

正
請

求
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
書

面
（

第
三

項
に

お
い

て
「

訂
正

請
求

書
」

と
い

う
。

）
を

行
政

機
関

の
長

等
に

提
出

し
て

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

訂
正

請
求

を
す

る
者

の
氏

名
及

び
住

所
又

は
居

所

二
　

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

開
示

を
受

け
た

日
そ

の
他

当
該

保
有

個
人

情
報

を
特

定
す

る
に

足
り

る
事

項

三
　

訂
正

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由

（
４

）
　

調
査

等
の

結
果

、
訂

正
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

が
事

実
で

な
い

こ
と

が
判

明
し

な
い

場
合

又
は

事
実

関
係

が
明

ら
か

に
な

ら
な

か
っ

た
場

合

第
9
1
条

第
2
項

（
５

）
訂

正
を

す
る

こ
と

が
、

当
該

保
有

個
人

情
報

の
利

用
目

的
の

範
囲

を
超

え
る

場
合

（
６

）
調

査
の

結
果

判
明

し
た

事
実

が
、

請
求

時
点

に
お

い
て

実
際

に
記

録
さ

れ
て

い
た

内
容

と
も

、
請

求
の

内
容

と
も

異
な

る
こ

と
が

判
明

し
た

場
合

。
た

だ
し

、
必

要
な

場
合

は
、

判
明

し
た

事
実

に

即
し

て
、

職
権

に
よ

り
訂

正
を

行
う

も
の

と
す

る
。

２
　

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

訂
正

請
求

を
す

る
者

は
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
訂

正
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
本

人
で

あ
る

こ
と

（
前

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

訂
正

請
求

に
あ

っ
て

は
、

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

本
人

の
代

理
人

で
あ

る
こ

と
）

を
示

す
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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第
７

利
用

停
止

決
定

等
の

審
査

基
準

　
法

第
１

０
１

条
の

規
定

に
基

づ
く

利
用

停
止

を
す

る
旨

又
は

利
用

停
止

を
し

な
い

旨
の

決
定

は
、

以
下

に
よ

り
行

う

第
1
0
1
条

（
利

用
停

止
請

求
に

対
す

る
措

置
）

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

利
用

停
止

を
す

る
と

き
は

、
そ

の
旨

の
決

定
を

し
、

利
用

停
止

請
求

者
に

対
し

、
そ

の
旨

を
書

面
に

よ
り

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

行
政

機
関

の
長

等
は

、
利

用
停

止
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
を

し
な

い
と

き

は
、

そ
の

旨
の

決
定

を
し

、
利

用
停

止
請

求
者

に
対

し
、

そ
の

旨
を

書
面

に
よ

り
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
利

用
停

止
請

求
権

）

第
九

十
八

条
　

何
人

も
、

自
己

を
本

人
と

す
る

保
有

個
人

情
報

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

思
料

す
る

と
き

は
、

こ
の

法
律

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

保
有

す
る

行
政

機
関

の
長

等
に

対
し

、
当

該
各

号
に

定
め

る
措

置
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
当

該
保

有
個

人
情

報
の

利
用

の
停

止
、

消
去

又
は

提
供

の
停

止
（

以
下

こ
の

節
に

お
い

て
「

利
用

停

止
」

と
い

う
。

）
に

関
し

て
他

の
法

令
の

規
定

に
よ

り
特

別
の

手
続

が
定

め
ら

れ
て

い
る

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

一
　

第
六

十
一

条
第

二
項

の
規

定
に

違
反

し
て

保
有

さ
れ

て
い

る
と

き
、

第
六

十
三

条
の

規
定

に
違

反
し

て
取

り
扱

わ
れ

て
い

る
と

き
、

第
六

十
四

条
の

規
定

に
違

反
し

て
取

得
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
と

き
、

又
は

第
六

十
九

条
第

一
項

及
び

第
二

項
の

規
定

に
違

反
し

て
利

用
さ

れ
て

い
る

と
き

　
当

該
保

有
個

人
情

報
の

利
用

の
停

止
又

は
消

去

二
　

第
六

十
九

条
第

一
項

及
び

第
二

項
又

は
第

七
十

一
条

第
一

項
の

規
定

に
違

反
し

て
提

供
さ

れ
て

い
る

と
き

　
当

該
保

有
個

人
情

報
の

提
供

の
停

止

２
　

代
理

人
は

、
本

人
に

代
わ

っ
て

前
項

の
規

定
に

よ
る

利
用

停
止

の
請

求
（

以
下

こ
の

節
及

び
第

百
二

十
七

条
に

お
い

て
「

利
用

停
止

請
求

」
と

い
う

。
）

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
　

利
用

停
止

請
求

は
、

保
有

個
人

情
報

の
開

示
を

受
け

た
日

か
ら

九
十

日
以

内
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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1
　

利
用

停
止

を
す

る
旨

の
決

定
（

法
第

１
０

１
条

第
１

項
）

は
、

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
が

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

、
当

該
請

求
に

理
由

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

行
う

。

（
１

）
　

法
第

６
１

条
第

２
項

の
規

定
に

違
反

し
て

保
有

さ
れ

て
い

る
場

合

　
「

法
第

６
１

条
第

２
項

の
規

定
に

違
反

し
て

保
有

さ
れ

て
い

る
場

合
」

と
は

、
い

っ
た

ん
特

定

さ
れ

た
利

用
目

的
の

達
成

に
必

要
な

範
囲

を
超

え
て

個
人

情
報

を
保

有
し

て
い

る
場

合
を

い
う

。

ま
た

、
法

第
６

１
条

第
３

項
に

違
反

し
て

、
当

初
の

利
用

目
的

と
相

当
の

関
連

性
を

有
す

る
と

合

理
的

に
認

め
ら

れ
る

範
囲

を
超

え
て

利
用

目
的

の
変

更
を

行
っ

て
い

る
場

合
も

含
ま

れ
る

。

第
6
1
条

（
個

人
情

報
の

保
有

の
制

限
等

）

　
行

政
機

関
等

は
、

個
人

情
報

を
保

有
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

法
令

（
条

例
を

含
む

。
第

六
十

六
条

第
二

項
第

三
号

及
び

第
四

号
、

第
六

十
九

条
第

二
項

第
二

号
及

び
第

三
号

並
び

に
第

四
節

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
定

め
る

所
掌

事
務

又
は

業
務

を
遂

行
す

る
た

め
必

要
な

場
合

に
限

り
、

か
つ

、
そ

の
利

用
目

的
を

で
き

る
限

り
特

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
　

行
政

機
関

等
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
特

定
さ

れ
た

利
用

目
的

の
達

成
に

必
要

な
範

囲
を

超
え

て
、

個
人

情
報

を
保

有
し

て
は

な
ら

な
い

。

３
　

行
政

機
関

等
は

、
利

用
目

的
を

変
更

す
る

場
合

に
は

、
変

更
前

の
利

用
目

的
と

相
当

の
関

連
性

を
有

す
る

と
合

理
的

に
認

め
ら

れ
る

範
囲

を
超

え
て

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。

（
２

）
　

法
第

６
３

条
の

規
定

に
違

反
し

て
取

り
扱

わ
れ

て
い

る
場

合

　
「

法
第

６
３

条
の

規
定

に
違

反
し

て
取

り
扱

わ
れ

て
い

る
場

合
」

と
は

、
違

法
又

は
不

当
な

行

為
を

助
長

し
、

又
は

誘
発

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

方
法

に
よ

り
利

用
さ

れ
て

い
る

場
合

等
を

い
う

。

　
「

違
法

又
は

不
当

な
行

為
」

と
は

、
法

そ
の

他
の

法
令

に
違

反
す

る
行

為
及

び
直

ち
に

違
法

と

は
い

え
な

い
も

の
の

、
法

そ
の

他
の

法
令

の
制

度
趣

旨
又

は
公

序
良

俗
に

反
す

る
等

、
社

会
通

念

上
適

正
と

は
認

め
ら

れ
な

い
行

為
を

い
う

。

　
「

お
そ

れ
」

の
有

無
は

、
行

政
機

関
の

長
等

に
よ

る
個

人
情

報
の

利
用

が
、

違
法

又
は

不
当

な

行
為

を
助

長
し

、
又

は
誘

発
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

社
会

通
念

上
蓋

然
性

が
認

め
ら

れ
る

か
否

か

に
よ

り
判

断
さ

れ
る

。
こ

の
判

断
に

当
た

っ
て

は
、

個
人

情
報

の
利

用
方

法
等

の
客

観
的

な
事

情

に
加

え
て

、
個

人
情

報
の

利
用

時
点

に
お

け
る

行
政

機
関

等
の

認
識

及
び

予
見

可
能

性
も

踏
ま

え

る
必

要
が

あ
る

。

　
違

法
又

は
不

当
な

行
為

を
助

長
し

、
又

は
誘

発
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
方

法
に

よ
り

個
人

情
報

を

利
用

す
る

具
体

例
と

し
て

は
、

正
当

な
理

由
な

く
本

人
に

対
す

る
違

法
な

差
別

的
取

扱
い

を
行

う

た
め

に
個

人
情

報
を

利
用

す
る

場
合

等
が

考
え

ら
れ

る
。

第
6
3
条

（
不

適
正

な
利

用
の

禁
止

）

　
行

政
機

関
の

長
（

第
二

条
第

八
項

第
四

号
及

び
第

五
号

の
政

令
で

定
め

る
機

関
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
機

関
ご

と
に

政
令

で
定

め
る

者
を

い
う

。
以

下
こ

の
章

及
び

第
百

七
十

四
条

に
お

い
て

同

じ
。

）
、

地
方

公
共

団
体

の
機

関
、

独
立

行
政

法
人

等
及

び
地

方
独

立
行

政
法

人
（

以
下

こ
の

章
及

び
次

章
に

お
い

て
「

行
政

機
関

の
長

等
」

と
い

う
。

）
は

、
違

法
又

は
不

当
な

行
為

を
助

長
し

、
又

は
誘

発
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
方

法
に

よ
り

個
人

情
報

を
利

用
し

て
は

な
ら

な
い

。
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（
３

）
　

法
第

６
４

条
の

規
定

に
違

反
し

て
取

得
さ

れ
た

場
合

　
「

法
第

６
４

条
の

規
定

に
違

反
し

て
取

得
さ

れ
た

場
合

」
と

は
、

偽
り

そ
の

他
不

正
の

手
段

に

よ
り

取
得

し
た

場
合

を
い

う
。

　
な

お
、

不
正

の
手

段
に

よ
り

個
人

情
報

を
取

得
す

る
具

体
例

と
し

て
は

、
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

見

返
り

と
し

て
本

来
は

提
供

す
る

必
要

の
な

い
個

人
情

報
を

提
供

す
る

よ
う

強
要

し
、

こ
れ

を
取

得

す
る

場
合

等
が

考
え

ら
れ

る
。

第
6
4
条

（
適

正
な

取
得

）

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

偽
り

そ
の

他
不

正
の

手
段

に
よ

り
個

人
情

報
を

取
得

し
て

は
な

ら
な

い
。

（
４

）
　

法
第

６
９

条
第

１
項

及
び

第
２

項
の

規
定

に
違

反
し

て
利

用
さ

れ
て

い
る

場
合

　
「

法
第

６
９

条
第

１
項

及
び

第
２

項
の

規
定

に
違

反
し

て
利

用
さ

れ
て

い
る

場
合

」
と

は
、

法

が
許

容
す

る
限

度
を

超
え

て
利

用
目

的
以

外
の

目
的

で
保

有
個

人
情

報
を

利
用

し
て

い
る

場
合

を

い
う

。

（
５

）
　

法
第

６
９

条
第

１
項

及
び

第
２

項
の

規
定

に
違

反
し

て
提

供
さ

れ
て

い
る

場
合

　
「

法
第

６
９

条
第

１
項

及
び

第
２

項
の

規
定

に
違

反
し

て
提

供
さ

れ
て

い
る

場
合

」
と

は
、

法

が
許

容
す

る
限

度
を

超
え

て
利

用
目

的
以

外
の

目
的

で
保

有
個

人
情

報
を

提
供

し
て

い
る

場
合

を

い
う

。

（
６

）
　

法
第

７
１

条
第

１
項

の
規

定
に

違
反

し
て

提
供

さ
れ

て
い

る
場

合

　
「

法
第

７
１

条
第

１
項

の
規

定
に

違
反

し
て

提
供

さ
れ

て
い

る
場

合
」

と
は

、
同

条
の

規
定

に

違
反

し
て

、
外

国
（

本
邦

の
域

外
に

あ
る

国
又

は
地

域
を

い
う

。
）

に
あ

る
第

三
者

に
利

用
目

的

以
外

の
目

的
の

た
め

に
保

有
個

人
情

報
を

提
供

さ
れ

て
い

る
場

合
を

い
う

。

　
な

お
、

利
用

停
止

は
、

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

を
確

保
す

る

た
め

に
必

要
な

限
度

で
行

う
も

の
と

し
、

例
え

ば
、

当
該

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
そ

の
す

べ

て
の

利
用

が
違

反
し

て
い

れ
ば

す
べ

て
の

利
用

停
止

を
、

一
部

の
利

用
が

違
反

し
て

い
れ

ば
一

部

の
利

用
停

止
を

行
う

も
の

と
す

る
。

　
ま

た
、

例
え

ば
、

利
用

目
的

外
の

利
用

を
理

由
と

し
て

、
本

人
か

ら
保

有
個

人
情

報
の

消
去

を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

個
人

情
報

の
適

正
な

取
扱

い
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

、
当

該
利

用
目

的

外
の

利
用

を
停

止
す

れ
ば

足
り

、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

消
去

す
る

ま
で

の
必

要
は

な
い

。

第
7
1
条

第
1
項

（
外

国
に

あ
る

第
三

者
へ

の
提

供
の

制
限

）

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

外
国

（
本

邦
の

域
外

に
あ

る
国

又
は

地
域

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
（

個
人

の
権

利
利

益
を

保
護

す
る

上
で

我
が

国
と

同
等

の
水

準
に

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
制

度
を

有
し

て
い

る
外

国
と

し
て

個
人

情
報

保
護

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
あ

る
第

三
者

（
第

十
六

条
第

三
項

に
規

定
す

る
個

人
デ

ー
タ

の
取

扱
い

に
つ

い
て

前
章

第
二

節
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

二
項

に
規

定
す

る
個

人
情

報
取

扱
事

業
者

が
講

ず
べ

き
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
措

置
に

相
当

す
る

措
置

（
第

三
項

に
お

い
て

「
相

当
措

置
」

と
い

う
。

）
を

継
続

的
に

講
ず

る
た

め
に

必
要

な
も

の
と

し
て

個
人

情
報

保
護

委
員

会
規

則
で

定
め

る
基

準
に

適
合

す
る

体
制

を
整

備
し

て
い

る
者

を
除

く
。

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

利
用

目
的

以
外

の
目

的
の

た
め

に
保

有
個

人
情

報
を

提
供

す
る

場
合

に
は

、
法

令
に

基
づ

く
場

合
及

び
第

六
十

九
条

第
二

項
第

四
号

に
掲

げ
る

場
合

を
除

く
ほ

か
、

あ
ら

か
じ

め
外

国
に

あ
る

第
三

者
へ

の
提

供
を

認
め

る
旨

の
本

人
の

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
利

用
及

び
提

供
の

制
限

）

第
六

十
九

条
　

行
政

機
関

の
長

等
は

、
法

令
に

基
づ

く
場

合
を

除
き

、
利

用
目

的
以

外
の

目
的

の
た

め
に

保
有

個
人

情
報

を
自

ら
利

用
し

、
又

は
提

供
し

て
は

な
ら

な
い

。

２
　

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

行
政

機
関

の
長

等
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

認
め

る
と

き
は

、
利

用
目

的
以

外
の

目
的

の
た

め
に

保
有

個
人

情
報

を
自

ら
利

用
し

、
又

は
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

保
有

個
人

情
報

を
利

用
目

的
以

外
の

目
的

の
た

め
に

自
ら

利
用

し
、

又
は

提
供

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
本

人
又

は
第

三
者

の
権

利
利

益
を

不
当

に
侵

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

一
　

本
人

の
同

意
が

あ
る

と
き

、
又

は
本

人
に

提
供

す
る

と
き

。

二
　

行
政

機
関

等
が

法
令

の
定

め
る

所
掌

事
務

又
は

業
務

の
遂

行
に

必
要

な
限

度
で

保
有

個
人

情
報

を
内

部
で

利
用

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

利
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

相
当

の
理

由
が

あ
る

と
き

。

第
6
9
条
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2
　

利
用

停
止

し
な

い
旨

の
決

定
（

法
第

１
０

１
条

第
２

項
）

は
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

行
う

。

第
1
0
1
条

（
利

用
停

止
請

求
に

対
す

る
措

置
）

　
行

政
機

関
の

長
等

は
、

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

利
用

停
止

を
す

る
と

き
は

、
そ

の
旨

の
決

定
を

し
、

利
用

停
止

請
求

者
に

対
し

、
そ

の
旨

を
書

面
に

よ
り

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

行
政

機
関

の
長

等
は

、
利

用
停

止
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
を

し
な

い
と

き

は
、

そ
の

旨
の

決
定

を
し

、
利

用
停

止
請

求
者

に
対

し
、

そ
の

旨
を

書
面

に
よ

り
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
１

）
　

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
に

関
し

て
法

以
外

の
法

律
又

は
当

該
法

律
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

に
よ

り
特

別
の

手
続

が
定

め
ら

れ
て

い
る

場
合

（
２

）
　

法
第

９
０

条
第

１
項

各
号

に
規

定
す

る
保

有
個

人
情

報
に

係
る

利
用

停
止

請
求

で
な

い
場

合
第

9
0
条

（
訂

正
請

求
権

）

何
人

も
、

自
己

を
本

人
と

す
る

保
有

個
人

情
報

（
次

に
掲

げ
る

も
の

に
限

る
。

第
九

十
八

条
第

一
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
内

容
が

事
実

で
な

い
と

思
料

す
る

と
き

は
、

こ
の

法
律

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

保
有

す
る

行
政

機
関

の
長

等
に

対
し

、
当

該
保

有
個

人
情

報
の

訂
正

（
追

加
又

は
削

除
を

含
む

。
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

当
該

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
に

関
し

て
他

の
法

令
の

規
定

に
よ

り
特

別
の

手
続

が
定

め
ら

れ
て

い
る

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

一
　

開
示

決
定

に
基

づ
き

開
示

を
受

け
た

保
有

個
人

情
報

二
　

開
示

決
定

に
係

る
保

有
個

人
情

報
で

あ
っ

て
、

第
八

十
八

条
第

一
項

の
他

の
法

令
の

規
定

に
よ

り
開

示
を

受
け

た
も

の

（
３

）
　

利
用

停
止

請
求

書
に

法
第

９
９

条
第

１
項

各
号

に
規

定
す

る
事

項
の

記
載

の
不

備
が

あ
る

場
合

又
は

同
条

第
２

項
に

規
定

す
る

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

本
人

で
あ

る
こ

と
（

代

理
人

に
よ

る
利

用
停

止
請

求
に

あ
っ

て
は

、
当

該
利

用
停

止
請

求
に

係
る

保
有

個
人

情
報

の
本

人

の
代

理
人

で
あ

る
こ

と
）

を
示

す
書

類
に

不
備

が
あ

る
場

合
。

た
だ

し
、

当
該

不
備

を
補

正
す

る

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

原
則

と
し

て
、

利
用

停
止

請
求

者
に

補
正

を
求

め
る

も

の
と

す
る

。

第
9
9
条

第
1
項

（
利

用
停

止
請

求
の

手
続

）

第
九

十
九

条
　

利
用

停
止

請
求

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

書
面

（
第

三
項

に
お

い
て

「
利

用
停

止
請

求
書

」
と

い
う

。
）

を
行

政
機

関
の

長
等

に
提

出
し

て
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
　

利
用

停
止

請
求

を
す

る
者

の
氏

名
及

び
住

所
又

は
居

所

二
　

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

開
示

を
受

け
た

日
そ

の
他

当
該

保
有

個
人

情
報

を
特

定
す

る
に

足
り

る
事

項

三
　

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由

（
４

）
　

利
用

停
止

請
求

に
理

由
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
な

い
場

合

（
５

）
　

利
用

停
止

す
る

こ
と

に
よ

り
当

該
保

有
個

人
情

報
の

利
用

目
的

に
係

る
事

務
の

性
質

上
、

当
該

事
務

の
適

正
な

遂
行

に
著

し
い

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合
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